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』
巻
四
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訳
注
（
四
）志

村
敦
弘
・
中
嶋

諒

（
『
朱
子
語
類
』
憲
問
篇
研
究
会
）

序

言

本
稿
は
、
『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
（
『
論
語
』
憲
問
篇
）
の
訳
注
で
あ
る
。
本
「
訳
注
（
四
）
」
は
、
「
訳
注
（
三
）
」

（
『
中
国
哲
学
研
究
』
第
三
二
号
、
東
京
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
刊
、
二
〇
二
二
年
七
月
）
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
「
子
貢
曰
管

仲
非
仁
章
」
・
「
陳
成
子
弑
簡
公
章
」
・
「
子
路
問
事
君
章
」
・
「
君
子
上
達
章
」
・
「
古
之
學
者
爲
己
章
」
・
「
蓬
伯
玉
使
人
於
孔

子
章
」
・
「
君
子
耻
其
言
過
其
行
章
」
・
「
子
貢
方
人
章
」
・
「
不
逆
詐
章
」
を
公
表
す
る
。

当
会
の
参
加
者
お
よ
び
各
条
の
訳
注
担
当
者
は
、
小
幡
敏
行
（
横
浜
市
立
大
学
教
授
）
、
志
村
敦
弘
（
東
洋
大
学
東
洋
学
研

究
所
奨
励
研
究
員
、
「
子
貢
曰
管
仲
非
仁
章
」
・
「
陳
成
子
弑
簡
公
章
」
・
「
子
路
問
事
君
章
」
）
、
中
嶋
諒
（
明
海
大
学
講
師
、
「
君
子
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上
達
章
」
・
「
古
之
學
者
爲
己
章
」
・
「
蓬
伯
玉
使
人
於
孔
子
章
」
・
「
君
子
耻
其
言
過
其
行
章
」
・
「
子
貢
方
人
章
」
・
「
不
逆
詐
章
」
）
、

原
信
太
郎
ア
レ
シ
ャ
ン
ド
レ
（
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
）
、
渡
邊
賢
（
埼
玉
大
学
非
常
勤
講
師
）
で
あ
る
。

な
お
凡
例
に
つ
い
て
は
、
「
訳
注
（
一
）
」
（
『
中
国
哲
学
』
第
四
八
号
、
北
海
道
大
学
中
国
哲
学
会
刊
、
二
〇
二
〇
年
一

二
月
）
の
冒
頭
に
挙
げ
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

朱
子
語
類
卷
第
四
十
四

論
語
二
十
六

憲
問
篇
（
四
）

［
憲

（

）
］
子
貢
曰
管
仲
非
仁
章

（
一
）

（
二
）

14

18

子
貢
曰
、
管
仲
非
仁
者
與
。
桓
公
殺
公
子
糾
、
不
能
死
、
又
相
之
。
【
與
、
平
聲
。
相
、
去
聲
。
○
子
貢
意
不
死
猶
可
、
相
之

則
已
甚
矣
。
】
子
曰
、
管
仲
相
桓
公
、
霸
諸
侯
、
一
匡
天
下
、
民
到
于
今
受
其
賜
。
微
管
仲
、
吾
其
被
髮
左
衽
矣
。
【
被
、
皮

寄
反
。
衽
、
而
審
反
。
霸
、
與
伯
同
、
長
也
。
匡
、
正
也
。
尊
周
室
、
攘
夷
狄
、
皆
所
以
正
天
下
也
。
微
、
無
也
。
衽
、
衣
衿
也
。

被
髮
左
衽
、
夷
狄
之
俗
也
。
】
豈
若
匹
夫
匹
婦
之
爲
諒
也
、
自
經
於
溝
瀆
而
莫
之
知
也
。
【
諒
、
小
信
也
。
經
、
縊
也
。
莫
之
知
、

人
不
知
也
。
後
漢
書
引
此
文
、
莫
字
上
有
人
字
。
程
子
曰
、
桓
公
、
兄
也
。
子
糾
、
弟
也
。
仲
私
於
所
事
、
輔
之
以
爭
國
、
非
義

也
。
桓
公
殺
之
雖
過
、
而
糾
之
死
實
當
。
仲
始
與
之
同
謀
、
遂
與
之
同
死
、
可
也
。
知
輔
之
爭
爲
不
義
、
將
自
免
以
圖
後
功
、
亦

可
也
。
故
聖
人
不
責
其
死
而
稱
其
功
。
若
使
桓
弟
而
糾
兄
、
管
仲
所
輔
者
正
、
桓
奪
其
國
而
殺
之
、
則
管
仲
之
與
桓
、
不
可
同
世
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之
讎
也
。
若
計
其
後
功
而
與
其
事
桓
、
聖
人
之
言
、
無
乃
害
義
之
甚
、
啓
萬
世
反
覆
不
忠
之
亂
乎
。
如
唐
之
王
珪
魏
徵
、
不
死
建

成
之
難
、
而
從
太
宗
、
可
謂
害
於
義
矣
。
後
雖
有
功
、
何
足
贖
哉
。
愚
謂
、
管
仲
有
功
而
無
罪
、
故
聖
人
獨
稱
其
功
。
王
魏
先
有

罪
而
後
有
功
、
則
不
以
相
掩
可
也
。
】

校

勘

（
一
）
子
貢
曰
―
楠
本
本
は
、
「
子
貢
曰
」
が
無
い
。

（
二
）
仁
―
楠
本
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
和
刻
本
は
、
「
仁
」
の
後
に
「
者
」
が
有
る
。

［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
五
六
］

（
一
）

14

18

本

文

安
卿
問
、
伊
川
言
、
仲
始
與
之
同
謀
、
遂
與
之
同
死
、
可
也
。
知
輔
之
爭
爲
不
義
、
將
自
免
以
圖
後
功
、
亦
可
也
。
竊
謂
天

（
二
）

（
三
）

下
無
兩
可
之
理
、
一
是
則
一
非
、
如
兩
可
之
説
、
恐
亦
失
之
寬
否
。
曰
、
雖
無
兩
可
、
然
前
説
亦
是
可
。
但
自
免
以
圖
後
功
、

則
可
之
大
者
。
淳
曰
、
孟
子
、
可
以
死
、
可
以
無
死
、
是
始
者
見
其
可
以
死
、
後
細
思
之
、
又
見
其
可
以
無
死
、
則
前
之
可

者
爲
不
可
矣
。
曰
、
卽
是
此
意
。
安
卿
又
問
、
集
注
謂
、
王
魏
先
有
罪
而
後
有
功
、
不
可
以
相
揜
。
只
是
論
其
罪
則
不
須
論

（
四
）

（
五
）

其
功
、
論
其
功
則
不
須
論
其
罪
否
。
曰
、
是
。
堯
卿
問
、
管
仲
功
可
揜
過
否
。
曰
、
他
義
不
當
死
。
久
之
又
曰
、
這
般

（
六
）

（
七
）

（
八
）

處
也
説
得
不
分
曉
。
大
抵
後
十
篇
不
似
前
十
篇
。
如
子
路
問
成
人
處
、
説
得
也
粗
。
安
卿
云
、
只
是
臧
武
仲
之
知
等
、
皆
不

（
九
）

（
一
〇
）
（
一
一
）
（
一
二
）
（
一
三
）

（
一
四
）

（
一
五
）
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是
十
分
底
事
。
曰
、
是
。
【
義
剛
。
淳
錄
同
。
】

（
一
六
）

（
一
七
）

（
一
八
）

（
一
九
）

校

勘

（
一
）
本
条
は
、
楠
本
本
は
、
三
分
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
条
と
な
っ
て
い
る
。
一
条
目
は
、
冒
頭
の
「
安
卿
問
」
（
楠
本
本

は
「
淳
問
」
）
か
ら
「
即
是
此
意
」
（
楠
本
本
は
「
即
是
此
意
也
淳
」
）
ま
で
、
二
条
目
は
「
安
卿
又
問
」
（
楠
本
本
は

「
問
」
）
か
ら
「
曰
是
」
（
楠
本
本
は
「
曰
是
也
淳
」
）
ま
で
、
三
条
目
は
「
堯
卿
問
」
（
楠
本
本
は
「
李
丈
問
」
）
か
ら
「
曰

是
義
剛
淳
錄
同
」
（
楠
本
本
は
「
曰
是
淳
」
）
ま
で
で
あ
る
。

（
二
）
安
卿
―
「
安
卿
」
は
、
楠
本
本
は
「
安
卿
」
を
「
淳
」
に
作
る
。

（
三
）
竊
―
「
竊
」
は
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
は
「
切
」
に
作
る
。

（
四
）
意
―
「
意
」
は
、
楠
本
本
は
「
意
」
の
下
に
「
也
淳
」
が
有
る
。

（
五
）
安
卿
又
―
「
安
卿
又
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
六
）
是
―
「
是
」
は
、
楠
本
本
は
「
是
」
の
下
に
「
也
淳
」
が
有
る
。

（
七
）
堯
卿
―
「
堯
卿
」
は
、
楠
本
本
は
「
李
丈
」
に
作
る
。

（
八
）
久
之
―
「
久
之
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
九
）
也
―
「
也
」
は
、
楠
本
本
は
「
亦
」
に
作
る
。

（
一
〇
）
説
―
「
説
」
は
、
楠
本
本
は
「
説
」
字
の
上
に
「
亦
」
が
有
る
。

（
一
一
）
也
―
「
也
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。
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（
一
二
）
粗
―
「
粗
」
は
、
楠
本
本
は
「
麄
」
に
作
る
。

（
一
三
）
安
卿
云
―
「
安
卿
云
」
は
、
楠
本
本
は
「
淳
曰
」
に
作
る
。

（
一
四
）
只
是
臧
―
「
只
是
臧
」
は
、
楠
本
本
は
「
如
」
に
作
る
。

（
一
五
）
知
等
―
「
知
等
」
は
、
楠
本
本
は
「
知
」
の
下
に
「
等
」
が
無
く
、
「
公
綽
之
不
欲
下
莊
子
之
勇
冉
求
之
藝
」
の
十
四

マ
マ

字
が
有
る
。

（
一
六
）
事
―
楠
本
本
は
、
「
事
」
の
下
に
「
否
」
が
有
る
。

（
一
七
）
曰
―
「
曰
」
は
、
和
刻
本
は
「
亦
」
に
作
る
。

（
一
八
）
剛
―
「
剛
」
は
、
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
和
刻
本
は
「
剛
」
字
の
下
に
圏
外
点
「
○
」
が
有
る
。

（
一
九
）
義
剛
淳
錄
同
―
「
義
剛
淳
錄
同
」
は
、
楠
本
本
は
「
淳
」
に
作
る
。

訓

読

安
卿
問
ふ
、
伊
川
言
へ
ら
く
、
仲
始
め
之
と
同
に
謀
り
、
遂
に
之
と
同
に
死
す
る
は
、
可
な
り
。
之
を
輔
け
て
爭
ふ
の
不
義

（
一
）

（
二
）

爲
る
を
知
り
て
、
將
に
自
ら
免
れ
て
以
て
後
の
功
を
圖
ら
ん
と
す
る
も
、
亦
た
可
な
り
、
と
、
竊
か
に
謂
へ
ら
く
、
天
下
に

み
づ
か

兩
可
の
理
無
し
、
一
是
な
れ
ば
則
ち
一
非
な
り
、
兩
可
の
説
の
如
き
は
、
恐
ら
く
は
亦
た
之
を
寬
に
失
す
る
や
否
や
、
と
。

い
つ

（
三
）

曰
は
く
、
兩
可
は
無
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
前
説
も
亦
た
是
れ
可
な
り
。
但
だ
自
ら
免
れ
て
以
て
後
の
功
を
圖
る
は
、
則
ち

可
の
大
な
る
者
な
り
、
と
。
淳
曰
は
く
、
孟
子
に
、
「
以
て
死
す
可
し
、
以
て
死
す
る
無
か
る
可
し
」
と
。
是
れ
始
め
は
其

（
四
）

の
以
て
死
す
可
き
を
見
る
に
、
後
に
之
を
細
思
し
て
、
又
其
の
以
て
死
す
る
無
か
る
可
き
を
見
れ
ば
、
則
ち
前
の
可
な
る
者
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は
不
可
と
爲
す
、
と
。
曰
は
く
、
即
ち
是
れ
此
の
意
な
り
、
と
。
安
卿
又
問
ふ
、
集
注
に
謂
ふ
、
王
魏
先
づ
罪
有
り
て
而
る

（
五
）

後
功
有
り
、
以
て
相
ひ
揜
ふ
可
か
ら
ず
、
と
。
只
是
だ
其
の
罪
を
論
ず
れ
ば
則
ち
其
の
功
を
論
ず
る
を
須
た
ず
、
其
の
功
を

（
六
）

論
ず
れ
ば
則
ち
其
の
罪
を
論
ず
る
を
須
た
ざ
る
の
み
な
る
や
否
や
、
と
。
曰
は
く
、
是
な
り
、
と
。
堯
卿
問
ふ
、
管
仲
の
功

（
七
）

は
過
ち
を
揜
ふ
可
き
や
否
や
、
と
。
曰
は
く
、
他
は
義
と
し
て
當
に
死
す
べ
か
ら
ず
、
と
。
之
を
久
し
う
し
て
又
曰
は
く
、

這
般
の
處
も
也
た
説
き
得
て
分
曉
な
ら
ず
。
大
抵
後
の
十
篇
は
前
の
十
篇
に
似
ず
。
子
路

成
人
を
問
ふ
の
處
の
如
き
、
説

き
得
て
也
た
粗
な
り
、
と
。
安
卿
云
ふ
、
只
是
だ
臧
武
仲
の
知
等
の
み
は
、
皆
な
是
れ
十
分
底
事
な
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
曰

（
八
）

の

は
く
、
是
な
り
、
と
。
【
義
剛
。
淳
錄
に
同
じ
。
】

（
九
）

口
語
訳

林
安
卿
が
問
う
た
、
「
程
伊
川
（
程
頤
）
の
言
葉
に
、
「
管
仲
が
当
初
は
（
子
糾
と
）
共
謀
し
て
、
そ
の
ま
ま
一
緒
に
死

ぬ
の
は
よ
い
。
こ
れ
（
公
子
糾
）
を
補
佐
し
て
争
う
こ
と
が
不
義
で
あ
る
と
知
っ
て
、
そ
れ
を
自
ら
（
死
を
）
免
れ
て
そ
の

後
で
功
績
を
期
す
る
の
も
よ
い
。
」
と
あ
り
ま
す
が
、
私
見
で
は
、
天
下
に
は
「
両
可
（
ど
ち
ら
も
正
し
い
）
」
と
い
う
道

理
は
な
く
、
一
方
が
正
し
け
れ
ば
も
う
一
方
は
正
し
く
な
い
の
で
す
。
両
可
の
説
な
ど
は
、
恐
ら
く
は
や
は
り
甘
い
の
で
は

な
い
で
す
か
。
」
と
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
両
可
と
い
う
道
理
は
あ
り
得
な
い
が
、
前
の
説
（
管
仲
が
当
初
は
共
謀
し
云
々
）
で
も
や
は
り

よ
い
。
し
か
し
（
争
い
を
）
避
け
て
そ
の
後
で
功
績
を
期
す
る
の
は
特
に
よ
い
。
」
と
。

陳
淳
が
言
っ
た
、
「
『
孟
子
』
（
離
婁
下
篇
）
に
「
以
て
死
す
可
し
、
以
て
死
す
る
無
か
る
可
し
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
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当
初
は
死
ぬ
べ
き
だ
と
（
考
え
た
と
）
し
て
も
、
後
で
よ
く
よ
く
考
え
て
、
死
ぬ
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
な
ら
、
当
初
の

「
（
死
す
）
可
き
」
の
ほ
う
は
よ
く
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
」
と
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
ま
さ
に
そ
れ
だ
。
」
と
。

安
卿
が
さ
ら
に
問
う
た
、
「
『
集
注
』
に
は
「
（
唐
の
）
王
珪
や
魏
徴
の
、
先
に
罪
を
犯
し
て
後
で
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
（
罪
を
）
相
殺
で
き
な
い
。
」
と
あ
り
ま
す
。
（
こ
れ
は
）
罪
に
論
及
す
る
と
き
は
功
績
に
論
及
す
る
ま
で
も
な

く
、
功
績
に
論
及
す
る
と
き
は
罪
に
論
及
す
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
か
。
」
と
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
そ
う
だ
。
」
と
。

李
堯
卿
が
い
っ
た
、
「
管
仲
の
功
績
も
過
ち
を
相
殺
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
」
と
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
彼
は
義
理
と
し
て
は
殉
ず
る
ま
で
も
な
か
っ
た
。
」
と
。
や
や
あ
っ
て
、
続
け
て
い
っ
た
、
「
こ

の
部
分
も
不
明
瞭
な
説
明
だ
。
概
し
て
、
（
『
論
語
』
の
）
後
半
の
十
篇
は
前
半
の
十
篇
と
は
違
う
。
例
え
ば
（
憲
問
篇
第

十
三
章
の
）
「
子
路
成
人
を
問
ふ
」
章
な
ど
も
大
雑
把
な
説
明
だ
。
」
と
。

安
卿
が
問
う
た
、
「
（
そ
の
「
子
路
成
人
を
問
ふ
」
章
の
）
「
臧
武
仲
の
知
」
云
々
に
限
っ
て
言
え
ば
、
（
説
き
方
が
）
ま

っ
た
く
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
」
と
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
そ
う
だ
。
」
と
。
【
黄
義
剛
録
。
陳
淳
の
記
録
も
同
じ
。
】

注（
一
）
安
卿
問
ふ
―
「
安
卿
」
は
、
朱
熹
門
人
。
朱
熹
門
下
に
お
い
て
「
安
卿
」
と
い
う
字
を
も
つ
者
は
二
人
あ
る
。
一
人
は
、
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名
は
陳
淳
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
、
名
は
林
学
履
で
あ
る
。
本
条
で
「
淳
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、

陳
安
卿
を
そ
の
名
「
淳
」
で
呼
ん
で
区
別
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
朱
熹
門
下
で
「
淳
」
と
い
う
名
を
も
つ
者
は
、
陳
淳
の

他
に
盧
淳
が
い
る
が
、
名
が
同
じ
場
合
、
『
語
類
』
で
は
例
え
ば
「
湯
泳
」
「
胡
泳
」
の
よ
う
に
姓
を
併
記
し
て
区
別
す
る
が
、

そ
の
措
置
が
取
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
語
録
姓
氏
」
に
よ
れ
ば
「
淳
」
と
い
う
名
を
も
つ
記
録
者
は
陳
淳
の
み
で
あ
り
、

本
条
の
質
問
者
の
「
淳
」
は
陳
淳
と
確
定
で
き
る
）
。
よ
っ
て
こ
の
「
安
卿
」
は
林
学
履
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
両

名
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
陳
淳
（
一
一
五
三
～
一
二
一
七
）
は
漳
州
龍
溪
県
（
福
建
省
）
の
人
。
朱
熹
の
高
弟
で
あ
り
、
著

述
を
ま
と
め
た
『
北
溪
先
生
大
全
集
』
が
あ
る
。
一
一
九
〇
～
一
一
九
一
年
、
一
一
九
九
年
に
朱
熹
に
師
事
。
『
学
案
』
巻

六
八
、
『
門
人
』
第
一
五
一
頁
、
『
年
攷
』
第
一
三
四
頁
、
『
書
院
』
第
一
四
三
頁
。
林
学
履
は
福
州
永
福
県
（
福
建
省
）
の

人
。
兄
の
学
蒙
と
と
も
に
朱
門
に
あ
っ
て
、
一
一
九
三
～
一
一
九
四
年
、
一
一
九
八
年
、
一
一
九
九
年
頃
と
三
次
に
わ
た
っ

て
師
事
し
た
。
『
補
遺
』
巻
六
九
（
『
年
攷
』
に
「
學
案
・
卷
六
十
九
に
收
め
る
」
と
あ
る
は
誤
り
）
、
『
門
人
』
第
一
〇
五
頁
、

『
年
攷
』
第
二
六
八
頁
、
『
書
院
』
第
二
二
〇
頁
を
参
照
。

（
二
）
伊
川
言
…
可
な
り
―
「
伊
川
言
」
は
、
程
頤
（
伊
川
）
の
語
。
そ
の
典
拠
は
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
二
上
・
四
一
条

（
『
二
程
集
』
第
二
八
四
～
二
八
五
頁
）
に
、
程
頤
の
語
と
し
て
、
「
又
問
、
孔
子
稱
管
仲
如
其
仁
何
也
。
曰
、
但
稱
其
有
仁

之
功
也
。
管
仲
其
初
事
子
糾
、
所
事
非
正
。
春
秋
書
公
伐
齊
納
糾
。
稱
糾
而
不
稱
子
糾
、
不
當
立
者
也
。
不
當
立
而
事
之
、

失
於
初
也
。
及
其
敗
也
、
可
以
死
、
亦
可
以
無
死
。
與
人
同
事
而
死
之
、
理
也
。
知
始
事
之
爲
非
而
改
之
、
義
也
。
召
忽
之

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

死
、
正
也
。
管
仲
之
不
死
、
權
其
宜
可
以
無
死
也
。
故
仲
尼
稱
之
曰
如
其
仁
、
謂
其
有
仁
之
功
也
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
河

南
程
氏
外
書
』
巻
六
・
第
一
〇
八
条
に
も
、
「
桓
公
殺
公
子
糾
、
管
仲
不
死
而
從
之
。
…
…
管
氏
始
事
糾
、
不
正
也
。
終
從
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於
正
、
義
也
。
召
忽
不
負
所
事
、
亦
義
也
。
如
魏
徴･

王
珪
不
死
建
成
之
難
、
而
從
太
宗
、
可
謂
害
於
義
矣
。
【
伊
川
】
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
本
章
の
『
集
注
』
に
、
程
子
語
と
し
て
も
引
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
に
見
え
る
管
仲
の
故
事
に
つ
い
て

は
、
『
論
語
』
憲
問
篇
本
章
の
前
条
に
、
「
子
路
曰
、
桓
公
殺
公
子
糾
、
召
忽
死
之
、
管
仲
不
死
。
曰
、
未
仁
乎
。
子
曰
、
桓

公
九
合
諸
侯
、
不
以
兵
車
、
管
仲
之
力
也
。
如
其
仁
。
如
其
仁
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
な
お
、
そ
の
章

に
か
か
る
『
集
注
』
に
は
、
「
按
春
秋
傳
、
齊
襄
公
無
道
、
鮑
叔
牙
奉
公
子
小
白
奔
莒
。
及
無
知
弒
襄
公
、
管
夷
吾
召
忽
奉

公
子
糾
、
奔
魯
。
魯
人
納
之
、
未
克
、
而
小
白
入
、
是
爲
桓
公
。
使
魯
殺
子
糾
而
請
管
召
、
召
忽
死
之
、
管
仲
請
囚
。
鮑
叔

牙
言
於
桓
公
以
爲
相
。
」
と
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
荘
公
八
年
・
九
年
の
記
事
に
基
づ
い
て
、
そ
の
背
景
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
『
史
記
』
巻
六
二
・
管
晏
列
伝
に
よ
れ
ば
、
管
仲
と
鮑
叔
牙
と
は
若
い
時
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、
貧
し
か
っ
た
若
き
日
の

管
仲
を
鮑
叔
牙
は
よ
く
支
援
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
管
仲
は
「
生
我
者
父
母
、
知
我
者
鮑
子
也
」
と
し
た
。
こ
れ
が

い
わ
ゆ
る
「
管
鮑
の
交
わ
り
」
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
桓
公
即
位
ま
で
の
経
緯
と
、
管
仲
と
鮑
叔
牙
と
の
交
わ
り
に
つ
い
て

は
、
運
命
論
的
解
釈
を
施
さ
れ
て
、
『
列
子
』
力
命
篇
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
両
可
の
…
如
き
は
―
「
兩
可
之
説
」
は
、
春
秋
戦
国
時
代
に
活
動
し
た
名
家
の
鄧
析
ら
の
学
説
と
さ
れ
る
。
『
列
子
』
力

命
篇
に
「
鄧
析
操
両
可
之
説
、
設
無
窮
之
辞
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
荀
子
』
不
苟
篇
に
「
山
淵

平
、
天
地
比
、
斉
秦
襲
、
入
乎
耳
、
出
乎
口
、
鉤
有
須
、
卵
有
毛
是
説
之
難
持
者
也
、
而
惠
施
鄧
析
能
之
。
」
と
あ
る
。
二

つ
の
相
異
な
る
も
の
も
視
点
を
変
え
れ
ば
両
立
可
能
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

（
四
）
孟
子
に
…
可
し
と
―
「
可
以
死
、
可
以
無
死
」
は
、
『
孟
子
』
離
婁
下
篇
第
二
四
章
に
、
「
孟
子
曰
、
可
以
取
、
可
以
無

取
、
取
傷
廉
。
可
以
與
、
可
以
無
與
、
與
傷
惠
。
可
以
死
、
可
以
無
死
、
死
傷
勇
。
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
に
か
か
る
朱
熹
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の
『
集
注
』
に
は
、
「
先
言
可
以
者
、
略
見
而
自
許
之
辭
也
、
後
言
可
以
無
者
、
深
察
而
自
疑
之
辭
也
。
過
取
固
害
於
廉
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

然
過
與
亦
反
害
其
惠
、
過
死
亦
反
害
其
勇
、
蓋
過
猶
不
及
之
意
也
。
林
氏
曰
、
公
西
華
受
五
秉
之
粟
、
是
傷
廉
也
。
冉
子
與

之
、
是
傷
惠
也
。
子
路
之
死
於
衛
、
是
傷
勇
也
。
」
と
あ
る
。
陳
淳
の
発
言
は
、
こ
の
『
集
注
』
の
右
の
傍
点
部
の
議
論
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
五
）
王
魏
先
…
功
有
り
―
「
王
」
は
、
王
珪
（
五
七
一
～
六
三
九
）
。
字
は
叔
玠
。
太
原
祁
（
山
西
省
）
の
人
。
始
め
隋
に
仕

官
し
、
唐
建
国
時
に
高
祖
李
淵
に
認
め
ら
れ
、
皇
太
子
李
建
成
、
の
ち
太
宗
李
世
民
に
仕
え
る
。
『
旧
唐
書
』
巻
七
〇
、
『
新

唐
書
』
巻
九
八
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
「
魏
」
は
、
魏
徴
（
五
八
〇
～
六
四
三
）
。
同
じ
く
唐
の
人
。
字
は
玄
成
。
鉅
鹿
曲
城

（
河
北
省
。
『
新
唐
書
』
巻
九
七
で
は
魏
州
曲
城
と
い
う
）
の
人
。
永
く
太
宗
に
仕
え
、
諫
争
の
臣
と
し
て
知
ら
れ
る
。
『
隋

書
』
の
編
纂
主
任
で
も
あ
る
。
貞
観
七
年
に
鄭
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
『
旧
唐
書
』
巻
七
一
、
『
新
唐
書
』
巻
九
七
に
立
伝
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
両
名
は
、
唐
初
の
政
変
で
あ
る
玄
武
門
の
変
に
関
与
し
て
い
た
。
唐
の
高
祖
の
武
徳
九
年
六
月
、
皇
太
子

の
李
建
成
と
、
斉
王
李
元
吉
は
後
の
太
宗
、
李
世
民
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
が
、
逆
に
太
宗
は
房
玄
齢
、
杜
如
晦
ら
を
率
い

て
玄
武
門
に
て
皇
太
子
と
斉
王
を
誅
殺
し
た
。
程
な
く
李
世
民
は
新
た
に
皇
太
子
と
な
り
、
以
降
の
国
政
の
実
権
を
握
っ
た

（
『
旧
唐
書
』
巻
二
）
。
そ
の
際
、
誅
さ
れ
た
李
建
成
に
仕
え
て
い
た
の
が
王
珪
と
魏
徴
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
変
の
後
、
そ
の

能
力
を
買
わ
れ
て
い
ず
れ
も
李
世
民
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
（
『
旧
唐
書
』
巻
七
十
、
巻
七
一
）
。
こ
の
こ
と
が
、
管
仲
が

桓
公
に
仕
え
る
経
緯
に
似
る
こ
と
か
ら
本
条
の
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
六
）
只
是
だ
…
是
な
り
―
こ
こ
に
う
か
が
え
る
、
罪
と
功
績
と
を
割
り
切
っ
て
考
え
る
朱
熹
の
発
想
に
つ
い
て
は
、
『
論
語
』

憲
問
篇
当
該
部
分
に
か
か
る
『
或
問
』
に
、
「
蓋
聖
人
之
於
人
、
有
功
則
稱
其
功
、
有
罪
則
數
其
罪
、
雜
而
兼
擧
之
、
既
不
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以
罪
掩
其
功
、
亦
不
以
功
掩
其
罪
也
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
。

（
七
）
堯
卿
―
「
堯
卿
」
は
、
李
唐
咨
。
漳
州
龍
溪
県
（
福
建
省
）
の
人
。
陳
淳
の
岳
父
で
あ
り
、
そ
の
第
二
次
師
事
に
同
行
し

て
い
る
。
『
学
案
』
巻
六
九
、
『
補
遺
』
巻
六
九
、
『
年
攷
』
第
一
四
〇
頁
、
『
門
人
』
第
八
〇
頁
を
参
照
。
な
お
、
『
語
類
』

に
は
「
李
唐
卿
」
と
い
う
人
物
名
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
李
唐
咨
の
字
、
堯
卿
が
混
同
さ
れ
た
誤
写
の
疑
い
が
あ
る
と
い
う

（
『
年
攷
』
第
一
六
二
頁
、
『
門
人
』
第
八
一
頁
を
参
照
）
。

（
八
）
只
是
だ
…
の
み
は
―
「
臧
武
仲
之
知
」
は
、
『
論
語
』
憲
問
篇
第
一
三
章
に
「
子
路
問
成
人
。
子
曰
、
若
臧
武
仲
之
知
、

公
綽
之
不
欲
、
卞
荘
子
之
勇
、
冉
求
之
藝
、
文
之
以
礼
楽
、
亦
可
以
爲
成
人
矣
。
曰
、
今
之
成
人
者
何
必
然
。
見
利
思
義
、

見
危
授
命
、
久
要
不
忘
平
生
之
言
、
亦
可
以
爲
成
人
矣
。
」
と
あ
る
を
指
す
。

（
九
）
義
剛
―
「
義
剛
」
は
、
黄
義
剛
。
［
憲
７
・
１
／
四
四
・
二
七
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参
照
）
。

［
憲

（

）
・
２
／
四
四
・
五
七
］

14

18

問
、
集
解
云
、
管
仲
有
功
而
無
罪
、
故
聖
人
獨
稱
其
功
。
王
魏
先
有
罪
而
後
有
功
、
則
不
以
相
掩
可
也
。
其
視
程
子
説
、
固

平
實
矣
。
然
人
之
大
節
已
失
、
其
餘
莫
不
足
觀
否
。
曰
、
雖
是
大
節
已
失
、
畢
竟
他
若
有
功
時
、
只
得
道
他
是
有
功
、
始
得
。

【
廣
】
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訓

読

問
ふ
、
集
解
に
云
ふ
、
管
仲

功
有
り
て
罪
無
し
、
故
に
聖
人
獨
り
其
の
功
の
み
を
稱
す
。
王
魏
先
に
罪
有
り
て
而
る
後
に

（
一
）

功
有
れ
ば
、
則
ち
以
て
相
ひ
掩
は
ざ
る
は
、
可
な
り
、
と
、
其
の
程
子
の
説
と
視
ぶ
る
に
、
固
よ
り
平
實
な
り
。
然
れ
ど
も

（
二
）

く
ら

人
の
大
節

已
に
失
す
れ
ば
、
其
の
餘
は
觀
る
に
足
ら
ざ
る
莫
き
や
否
や
、
と
。
曰
は
く
、
是
れ
大
節
已
に
失
す
る
と
雖
も
、

畢
竟

他
に
若
し
功
有
る
の
時
、
只
だ
他
は
是
れ
功
有
る
な
り
と
道
ふ
を
得
る
の
み
に
し
て
、
始
め
て
得
し
、
と
。
【
廣
】

（
三
）

口
語
訳

問
う
た
、
「
（
先
生
の
）
『
集
解
』
（
『
集
注
』
）
に
「
管
仲
は
功
績
が
あ
っ
て
罪
が
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
聖
人
は
そ
の
功
の
み

を
称
え
た
の
だ
。
王
珪
と
魏
徴
は
先
に
罪
が
あ
っ
て
そ
の
後
に
功
が
あ
っ
た
の
で
、
相
殺
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
は
よ

い
。
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
程
子
（
程
頤
）
の
説
と
比
較
す
る
と
、
確
か
に
穏
当
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
人

と
し
て
の
大
い
な
る
節
義
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
（
功
）
は
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
な
る
の
で

は
な
い
で
す
か
。
」
と
。
（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
大
い
な
る
節
義
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
が
、
結
局
、
彼
（
管
仲
）
に
も

し
功
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
彼
に
は
功
が
あ
る
と
だ
け
言
っ
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
こ
そ
よ
い
の
だ
。
」
と
。

【
輔
広
録
】

注（
一
）
集
解
に
云
ふ
―
引
用
の
内
容
か
ら
察
す
る
に
、
こ
の
『
集
解
』
と
は
朱
熹
『
論
語
集
注
』
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
引
用
も
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当
の
朱
熹
の
、
「
愚
謂
、
管
仲
有
功
而
無
罪
、
故
聖
人
獨
稱
其
功
。
王
魏
先
有
罪
而
後
有
功
、
則
不
以
相
掩
可
也
。
」
（
本
章

の
『
集
注
』
を
参
照
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
朱
熹
の
『
集
注
』
を
、
『
集
解
』
と
呼
ぶ
例
は
『
語
類
』
中
に
も
数
例
あ
り
、

す
べ
て
質
問
者
（
弟
子
）
側
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
巻
五
三
に
は
、
朱
熹
『
孟
子
集
注
』
の
語
釈
「
端
、
緒
也
。
」

に
つ
い
て
、
「
問
、
四
端
之
端
、
集
解
以
爲
端
緒
。
向
見
季
通
説
端
乃
尾
、
如
何
。
」
と
あ
る
。
巻
六
二
に
は
『
中
庸
章
句
』

ヽ

ヽ

を
か
く
称
す
る
例
（
「
問
、
集
解
中
以
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
通
人
物
而
言
。
…
…
」
）
が
あ
る
。

ヽ

ヽ

（
二
）
其
の
程
…
ぶ
る
に
―
本
章
に
か
か
る
『
集
注
』
に
引
く
程
頤
の
説
。
本
章
の
『
集
注
』
お
よ
び
、
前
条
［
憲

（

）
・

14

18

１
／
四
四
・
五
七
］
の
注
（
二
）
を
参
照
。

（
三
）
廣
―
「
廣
」
は
、
輔
広
。
［
憲
２
・

／
四
四
・
二
一
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
五
）
を
参
照
）
。

19

［
憲

（

）
・
３
／
四
四
・
五
八
］

（
一
）

14

18

管
仲
不
死
子
糾
、
聖
人
無
説
、
見
得
不
當
死
。
後
又
有
功
可
稱
、
不
是
後
功
可
以
償
前
不
死
之
罪
也
。
伊
川
有
此
意
、
亦
恐

看
得
不
曾
仔
細
。
魏
鄭
公
則
是
前
仕
建
成
矣
、
不
當
更
仕
太
宗
、
後
却
有
功
。
溫
公
論
嵇
紹
王
裒
、
謂
紹
後
有
死
節
之
功
、

（
二
）

須
還
前
不
是
。
後
既
策
名
委
質
、
只
得
死
也
、
不
可
以
後
功
掩
前
過
。
王
魏
二
公
謂
功
可
以
補
過
、
猶
可
。
管
仲
則
前
無
過

而
後
有
功
也
。
【
楊
】

（
三
）
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校

勘

（
一
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
四
に
は
無
い
。

（
二
）
仔
―
「
仔
」
は
、
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
は
「
子
」
に
作
る
。

（
三
）
楊
―
「
楊
」
は
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
揚
」
に
作
る
。

訓

読

管
仲
子
糾
に
死
せ
ざ
る
を
、
聖
人
説
く
無
き
は
、
當
に
死
す
べ
か
ら
ざ
る
を
見
得
す
。
後
又
功
の
稱
ふ
可
き
有
る
は
、
是
れ

後
功
は
以
て
前
の
死
せ
ざ
る
の
罪
を
償
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
伊
川
に
此
の
意
有
る
も
、
亦
た
恐
ら
く
看
得
て
曾
て
仔
細
な

ら
ず
。
魏
鄭
公
は
則
ち
是
れ
前
に
建
成
に
仕
ふ
、
當
に
更
に
太
宗
に
仕
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
、
後
却
っ
て
功
有
り
。
溫
公
嵇
紹

（
一
）

（
二
）

王
裒
を
論
じ
て
、
紹
は
後
に
節
に
死
す
る
の
功
有
り
と
謂
ふ
も
、
須
ら
く
前
の
是
な
ら
ざ
る
に
還
す
べ
し
。
後
既
に
名
を
策

（
三
）

（
四
）

し
質
を
委
す
れ
ば
、
只
だ
死
を
得
て
、
後
功
を
以
て
前
過
を
掩
ふ
可
か
ら
ざ
る
の
み
。
王
魏
二
公
は
功
は
以
て
過
ち
を
補
ふ

し

い

可
し
と
謂
ふ
は
、
猶
ほ
可
な
り
。
管
仲
は
則
ち
前
に
過
ち
無
く
し
て
後
に
功
有
る
な
り
。
【
楊
】

（
五
）

口
語
訳

管
仲
が
子
糾
に
殉
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
聖
人
孔
子
が
言
及
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
（
管
仲
は
）
殉
ず
る
ま
で
も
な
い
と
理

解
で
き
る
も
の
だ
。
後
に
賞
賛
す
べ
き
功
績
が
あ
っ
て
も
、
後
の
功
績
に
よ
っ
て
前
の
殉
じ
な
か
っ
た
こ
と
の
罪
を
償
う
も

の
で
は
な
い
。
程
伊
川
（
程
頤
）
に
は
こ
の
観
点
が
あ
っ
た
が
、
や
は
り
恐
ら
く
は
理
解
が
十
分
で
は
な
い
。
魏
鄭
公
（
魏
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徴
）
は
前
は
（
李
）
建
成
に
仕
え
て
お
り
、
さ
ら
に
太
宗
（
李
世
民
）
に
仕
え
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
が
、
後
に
は
む
し
ろ

功
績
が
あ
っ
た
。
温
公
（
司
馬
光
）
は
嵇
紹
と
王
裒
を
論
じ
て
、
嵇
紹
が
後
に
節
義
の
た
め
に
死
ん
だ
功
績
は
あ
る
と
述
べ

て
い
る
が
、
き
っ
と
（
父
を
処
刑
し
た
王
朝
に
出
仕
す
る
と
い
う
）
前
の
正
し
く
な
い
ゆ
き
方
に
重
点
が
あ
る
。
後
に
「
名

を
策
し
質
を
委
し
（
主
君
に
二
心
無
き
こ
と
を
誓
う
）
」
し
た
以
上
は
、
殉
じ
て
、
後
の
功
績
に
よ
っ
て
前
の
過
ち
を
相
殺

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
王
珪
・
魏
徴
の
二
公
に
つ
い
て
は
、
（
そ
の
）
功
績
に
よ
っ
て
過
ち
の
埋
め
合
わ
せ
を
し
た
と
す

る
の
は
、
ま
だ
よ
い
。
管
仲
は
前
に
は
過
ち
が
無
く
て
後
に
功
績
が
あ
る
の
だ
。
【
楊
録
】

注（
一
）
魏
鄭
公
…
に
仕
ふ
―
「
魏
鄭
公
」
は
、
魏
徴
（
五
八
〇
～
六
四
三
）
。
太
宗
の
貞
観
七
年
（
六
三
三
）
に
鄭
国
公
に
封
ぜ

ら
れ
た
。
［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
五
七
］
そ
の
注
（
五
）
を
参
照
。

14

18

（
二
）
溫
公
嵇
…
論
じ
て
―
「
溫
公
」
は
、
司
馬
光
（
一
〇
一
九
～
一
〇
八
六
）
。
字
は
君
実
。
陝
州
夏
県
（
山
西
省
）
の
人
。

仁
宗
の
宝
元
初
年
に
進
士
及
第
。
王
安
石
の
新
法
に
反
対
し
、
英
宗
の
父
へ
の
追
尊
を
め
ぐ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
濮
議
」
に
追

尊
反
対
派
と
し
て
参
加
。
哲
宗
の
元
祐
元
年
、
尚
書
左
僕
射
兼
門
下
侍
郎
と
し
て
病
を
お
し
て
王
安
石
の
新
法
を
覆
し
、
旧

に
復
し
た
。
そ
の
年
の
九
月
、
六
八
歳
で
没
。
司
馬
光
は
英
宗
期
に
、
繁
多
な
史
書
を
整
理
し
て
君
主
の
統
治
の
資
に
し
よ

う
と
『
通
志
』
八
巻
を
著
し
、
帝
に
進
呈
し
た
。
神
宗
は
こ
れ
に
序
を
付
し
、
表
題
を
改
め
た
。
こ
れ
が
『
資
治
通
鑑
』
で

あ
る
（
『
宋
史
』
巻
三
三
六
）
。
嵇
紹
と
王
裒
に
つ
い
て
の
「
論
」
は
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
、
晋
紀
二
、
武
帝
泰
始
十
年

の
項
に
見
え
、
『
晋
書
』
巻
八
八
、
巻
八
九
の
記
事
に
拠
っ
て
、
山
濤
の
勧
め
で
父
を
処
刑
し
た
東
晋
朝
に
出
仕
し
た
嵇
紹
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と
、
晋
の
文
帝
に
父
を
処
刑
さ
れ
て
出
仕
を
拒
否
し
た
王
裒
の
故
事
を
取
り
上
げ
た
う
え
で
、
「
臣
光
曰
、
昔
舜
誅
鯀
而
禹

事
舜
、
不
敢
廢
至
公
也
。
嵇
康
、
王
儀
死
皆
不
以
其
罪
、
二
子
不
仕
晉
室
可
也
。
嵇
紹
苟
無
蕩
陰
之
忠
、
殆
不
免
於
君
子
之

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

譏
乎
。
」
と
評
し
た
も
の
。
朱
熹
が
「
須
還
前
不
是
」
と
し
た
の
は
、
司
馬
光
の
こ
の
「
嵇
紹
苟
無
蕩
陰
之
忠
、
殆
不
免
於

ヽ

ヽ

君
子
之
譏
乎
。
」
の
一
句
が
そ
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
嵇
紹
」
は
、
嵇
紹
（
二
五
三
～
三
〇
四
）
、
字
は
延

祖
。
譙
国
銍
県
（
安
徽
省
）
の
人
。
い
わ
ゆ
る
「
竹
林
の
七
賢
」
の
一
人
で
、
文
人
の
嵇
康
を
父
に
持
つ
。
そ
の
父
が
処
刑

さ
れ
て
後
、
仕
官
し
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
竹
林
の
七
賢
の
一
人
で
あ
る
山
濤
の
推
挙
に
よ
り
仕
官
す
る
。
一
度
失
脚
す
る

も
恵
帝
期
の
北
征
に
お
い
て
復
活
し
、
蕩
陰
の
会
戦
に
て
戦
死
し
た
（
『
晋
書
』
巻
八
九
）
。
「
王
裒
」
は
、
王
裒
（
？
～
三

一
一
）
、
字
は
偉
元
、
城
陽
営
陵
（
山
東
省
）
の
人
。
そ
の
父
、
儀
が
晋
の
文
帝
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
後
、
朝
廷
へ
の
臣

従
を
拒
否
し
、
度
重
な
る
仕
官
の
誘
い
に
も
応
じ
ず
、
貧
窮
に
も
関
わ
ら
ず
他
人
か
ら
の
支
援
も
断
り
、
隠
居
し
て
人
に
学

問
を
教
え
て
過
ご
し
た
。
後
、
永
嘉
の
乱
に
よ
り
洛
陽
が
陥
落
し
て
親
族
は
南
渡
せ
ん
と
し
た
が
、
王
裒
は
両
親
の
墓
を
守

っ
て
動
か
ず
、
混
乱
の
中
で
殺
害
さ
れ
た
（
『
晋
書
』
巻
八
八
）
。

（
三
）
紹
は
後
…
す
べ
し
―
「
死
節
之
功
」
は
、
本
条
・
注
（
二
）
の
嵇
紹
の
略
歴
中
に
も
触
れ
た
恵
帝
期
の
北
征
に
お
い
て
、

嵇
紹
が
蒙
塵
し
た
恵
帝
を
支
え
て
蕩
陰
に
戦
い
、
帝
の
側
近
が
戦
闘
の
不
利
を
さ
と
っ
て
次
々
と
逃
亡
す
る
も
、
最
後
ま
で

恵
帝
を
守
っ
て
戦
死
し
た
こ
と
を
指
す
。
な
お
、
そ
の
際
に
嵇
紹
の
血
が
恵
帝
の
服
に
か
か
っ
た
が
、
恵
帝
は
「
こ
れ
は
嵇

侍
中
の
血
で
あ
る
か
ら
、
洗
い
落
と
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
し
、
そ
の
死
を
深
く
悼
ん
だ
と
い
う
（
『
晋
書
』
巻
八
九
）
。

「
前
」
の
「
不
是
」
と
は
、
父
の
嵇
康
を
処
刑
し
た
東
晋
朝
に
出
仕
し
た
こ
と
を
指
す
か
。

（
四
）
後
既
に
…
す
れ
ば
―
「
策
名
委
質
」
は
、
孔
穎
達
『
正
義
』
に
は
、
「
策
、
簡
策
也
。
質
、
形
體
也
。
古
之
仕
者
、
於
所

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
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臣
之
人
、
書
已
名
於
策
、
以
明
繋
屬
之
也
。
拜
則
屈
膝
而
委
身
體
於
地
、
以
明
敬
奉
之
也
。
」
と
の
注
釈
が
あ
る
。
簡
策
に

ヽ

ヽ

名
を
記
し
て
、
臣
従
を
誓
う
こ
と
と
、
身
を
地
に
伏
し
て
君
主
を
拝
し
、
つ
つ
し
ん
で
奉
ず
る
意
志
を
示
す
こ
と
。
そ
の
典

拠
と
し
て
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
二
三
年
九
月
の
「
伝
」
で
、
晋
の
懐
公
が
孤
突
に
、
重
耳
に
仕
え
る
二
人
の
子
を
晋

に
呼
ぶ
よ
う
に
（
自
分
に
忠
誠
を
尽
く
す
よ
う
に
）
と
命
じ
た
の
を
拒
否
し
て
、
「
子
之
能
仕
、
父
敎
之
忠
、
古
之
制
也
。

策
名
委
質
、
貮
乃
辟
也
。
…
…
若
又
召
之
、
敎
之
貮
也
。
父
敎
子
貮
、
何
以
事
君
。
」
と
返
答
し
た
こ
と
に
よ
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

（
五
）
楊
―
「
楊
」
と
い
う
姓
を
持
つ
記
録
者
は
、
「
語
録
姓
氏
」
に
よ
れ
ば
、
楊
道
夫
、
楊
若
海
、
楊
驤
、
楊
与
立
、
楊
至
、

楊
長
孺
、
楊
方
が
い
る
が
、
『
年
攷
』
に
照
ら
し
て
も
い
ず
れ
の
楊
氏
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
本
条
と
同
様
の

「
楊
」
姓
の
み
の
表
記
は
巻
四
三
・
五
四
条
（
第
三
冊
・
第
一
一
〇
九
頁
）
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
［
校
勘
］
（
三
）
に
あ

る
よ
う
に
、
朝
鮮
整
版
本
が
「
揚
」
に
作
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
あ
る
い
は
記
録
者
は
包
揚
で
あ
ろ
う
か
。
包
揚
は
、
建
昌

軍
南
城
県
（
江
西
省
）
の
人
。
か
つ
て
陸
九
淵
の
も
と
で
も
学
ん
だ
。
『
学
案
』
巻
七
七
、
『
資
料
索
引
』
第
五
〇
六
頁
、

『
年
攷
』
第
二
四
六
頁
、
『
門
人
』
第
六
九
頁
、
『
書
院
』
第
九
二
頁
、
ま
た
趙
偉
『
陸
九
淵
門
人
』
（
中
国
社
会
科
学
出
版

社
、
二
〇
〇
九
年
八
月
）
第
五
七
頁
を
参
照
。

［
憲

（

）
・
４
／
四
四
・
五
九
］

14

18

本

文
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

管
仲
、
孔
子
自
有
説
他
過
處
、
自
有
説
他
功
處
、
過
不
能
以
揜
功
。
如
唐
之
王
魏
亦
然
。
或
問
、
設
有
弑
父
弑
君
不
可
贖
之

（
一
）

罪
、
雖
有
功
、
亦
在
所
不
説
矣
。
曰
、
如
此
、
則
無
可
言
者
。
【
文
蔚
】

校

勘

（
一
）
揜
―
「
揜
」
は
、
楠
本
本
は
「
掩
」
に
作
る
。

訓

読

管
仲

孔
子
に
、
自
ら
他
の
過
を
説
く
處
有
り
、
自
ら
他
の
功
を
説
く
處
有
る
も
、
過
は
以
て
功
を
揜
ふ
能
は
ず
。
唐
の
王

（
一
）

魏
の
如
き
も
亦
た
然
り
。
或
ひ
と
問
ふ
、
設
し
父
を
弒
し
君
を
弒
し
て
贖
ふ
可
か
ら
ざ
る
の
罪
有
れ
ば
、
功
有
り
と
雖
も
、

亦
た
説
か
ざ
る
所
に
在
り
、
と
。
曰
は
く
、
此
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
言
ふ
可
き
者
無
し
、
と
。
【
文
蔚
】

（
二
）

口
語
訳

「
管
仲
に
つ
い
て
、
孔
子
は
彼
（
管
仲
）
の
過
ち
を
説
き
、
彼
（
管
仲
）
の
功
績
も
説
く
が
、
過
ち
は
功
績
に
よ
っ
て

帳
消
し
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
唐
の
王
珪
・
魏
徴
な
ど
も
そ
う
だ
。
」
と
。
あ
る
人
が
問
う
た
、
「
も
し
父
を
殺
し
、

君
主
を
殺
し
て
償
い
切
れ
な
い
ほ
ど
の
罪
を
犯
し
た
な
ら
、
功
績
が
あ
っ
て
も
、
や
は
り
言
及
し
な
い
の
で
す
ね
。
」
と
。

（
朱
熹
は
）
言
っ
た
、
「
も
し
そ
う
な
ら
、
語
る
ま
で
も
な
い
（
当
然
至
極
の
）
こ
と
だ
。
」
と
。
【
陳
文
蔚
録
】
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注（
一
）
管
仲
孔
…
有
る
も
―
『
論
語
』
で
は
、
管
仲
に
つ
い
て
は
四
条
に
わ
た
り
言
及
さ
れ
る
。
「
子
曰
、
管
仲
之
器
小
哉
。
或

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

曰
、
管
仲
儉
乎
。
曰
、
管
氏
有
三
歸
、
官
事
不
攝
、
焉
得
儉
。
然
則
管
仲
知
禮
乎
。
曰
、
邦
君
樹
塞
門
、
管
氏
亦
樹
塞
門
、

邦
君
爲
兩
君
之
好
、
有
反
坫
、
管
氏
亦
有
反
坫
。
管
氏
而
知
禮
、
孰
不
知
禮
。
」
（
八
佾
篇
第
二
二
章
）
と
非
難
さ
れ
る
一
方
、

「
或
問
子
產
。
…
…
問
管
仲
。
曰
、
人
也
。
奪
伯
氏
駢
邑
三
百
、
飯
疏
食
、
沒
齒
、
無
怨
言
。
」
（
憲
問
篇
第
一
〇
章
）
、
「
子

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

路
曰
、
桓
公
殺
公
子
糾
、
召
忽
死
之
、
管
仲
不
死
。
曰
、
未
仁
乎
。
子
曰
、
桓
公
九
合
諸
侯
、
不
以
兵
車
、
管
仲
之
力
也
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

如
其
仁
。
如
其
仁
。
」
（
同
第
一
七
章
）
、
「
子
曰
、
管
仲
相
桓
公
、
霸
諸
侯
、
一
匡
天
下
、
民
到
于
今
受
其
賜
。
微
管
仲
、
吾

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

其
被
髮
左
衽
矣
。
」
（
本
章
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
定
の
評
価
を
下
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

（
二
）
文
蔚
―
「
文
蔚
」
は
、
陳
文
蔚
（
一
一
五
四
～
一
二
三
九
）
。
字
は
才
卿
、
号
は
克
斎
、
信
州
鉛
山
県
（
江
西
省
）
の
人

（
『
学
案
』
巻
六
九
に
は
上
饒
県
と
あ
る
）
。
著
に
『
陳
克
斎
先
生
集
』
五
巻
が
あ
る
。
余
大
雅
の
つ
て
を
頼
っ
て
入
門
。
一

一
八
八
～
一
一
八
九
年
、
一
一
八
九
～
一
一
九
〇
年
、
一
一
九
八
年
、
一
一
九
九
年
と
四
次
に
わ
た
っ
て
朱
熹
に
師
事
し
た
。

『
学
案
』
巻
六
九
（
『
年
攷
』
第
六
五
頁
に
「
学
案
・
巻
六
十
五
」
云
々
と
あ
る
は
誤
り
）
、
『
年
攷
』
第
九
五
頁
、
『
門
人
』

第
一
四
三
頁
、
『
書
院
』
第
九
四
頁
。

［
憲

（

）
・
５
／
四
四
・
六
〇
］

（
一
）

14

18

本

文
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『
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類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

問
、
聖
人
分
明
是
大
管
仲
之
功
、
而
孟
子
硬
以
爲
卑
、
如
何
。
曰
、
孟
子
是
不
肯
做
他
底
、
是
見
他
做
得
那
規
模
來
低
。
因

（
二
）

云
、
若
仲
輔
其
君
、
使
佐
周
室
以
令
天
下
、
俾
諸
侯
朝
聘
貢
賦
皆
歸
於
王
室
、
而
盡
正
名
分
、
致
周
之
命
令
復
行
於
天
下
、

己
乃
退
就
藩
臣
之
列
、
如
此
乃
是
。
今
仲
糾
合
諸
侯
、
雖
也
是
尊
王
室
、
然
朝
聘
貢
賦
皆
是
歸
己
、
而
命
令
皆
由
己
出
。
我

要
如
此
便
如
此
、
初
不
稟
命
於
天
子
。
不
過
只
是
要
自
成
霸
業
而
己
、
便
是
不
是
。
【
義
剛
】

校

勘

（
一
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
四
に
は
無
い
。

（
二
）
低
―
「
低
」
は
、
和
刻
本
は
「
底
」
に
作
る
。

訓

読

問
ふ
、
聖
人

分
明
に
是
れ
管
仲
の
功
を
大
と
す
、
而
る
に
孟
子

硬
く
以
て
卑
し
と
爲
す
は
、
如
何
、
と
。
曰
は
く
、
孟
子

（
一
）

（
二
）

是
れ
他
の
底
と
做
る
を
肯
ぜ
ず
、
是
れ
他
の
那
の
做
し
得
し
規
模
を
見
來
た
り
て
低
し
、
と
。
因
り
て
云
ふ
、
若
し
仲

其

も
の

（
三
）

の
君
を
輔
け
、
周
室
を
佐
け
て
以
て
天
下
に
令
せ
使
め
、
諸
侯
を
し
て
朝
聘
貢
賦

皆
な
王
室
に
歸
せ
俾
め
て
、
盡
く
名
分

を
正
し
、
周
の
命
令
復
た
天
下
に
行
は
る
る
を
致
し
、
己
は
乃
ち
退
き
て
藩
臣
の
列
に
就
く
、
此
の
如
く
ん
ば
乃
ち
是
な
り
。

今

仲

諸
侯
を
糾
合
し
、
也
た
是
れ
王
室
を
尊
ぶ
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
朝
聘
貢
賦

皆
な
是
れ
己
に
歸
し
て
、
命
令

皆
な
己

（
四
）

由
り
出
づ
。
我
れ
此
の
如
か
ら
ん
こ
と
を
要
む
れ
ば
便
ち
此
の
如
し
、
初
め
よ
り
命
を
天
子
に
稟
け
ず
。
只
是
だ
自
ら
霸
業

を
成
す
を
要
め
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
、
便
是
ち
是
な
ら
ず
、
と
。
【
義
剛
】

（

五

）
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口
語
訳

問
う
た
、
「
聖
人
孔
子
は
は
っ
き
り
と
管
仲
の
功
績
を
大
い
な
る
も
の
と
し
て
い
る
の
に
、
孟
子
は
頑
な
に
（
そ
れ
を
）

卑
し
い
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。
（
朱
熹
は
）
言
っ
た
、
「
孟
子
は
決
し
て
彼
（
管

仲
）
の
よ
う
に
は
な
り
た
く
な
か
っ
た
、
彼
の
為
し
た
あ
の
（
覇
業
の
）
ス
ケ
ー
ル
を
見
て
低
次
元
と
し
た
の
だ
。
」
と
。

そ
れ
に
関
し
て
言
っ
た
、
「
も
し
管
仲
が
主
君
（
桓
公
）
を
支
え
て
、
周
の
王
室
を
補
佐
し
て
天
下
に
号
令
を
か
け
さ
せ
、

諸
侯
に
そ
の
貢
納
品
を
す
べ
て
王
室
に
差
し
上
げ
さ
せ
て
、
完
全
に
名
分
を
正
し
、
周
の
命
令
が
再
び
天
下
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
し
、
自
ら
は
退
い
て
藩
屏
（
諸
侯
）
の
臣
の
列
に
つ
ら
な
る
、
こ
う
あ
っ
て
こ
そ
正
し
い
の
だ
。
実
際
に
は
、
管
仲
は

諸
侯
を
糾
合
し
、
周
の
王
室
を
尊
重
し
も
し
た
が
、
し
か
し
貢
納
品
は
す
べ
て
自
分
が
受
け
取
っ
て
、
命
令
は
す
べ
て
彼
自

身
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
自
分
が
し
た
い
よ
う
に
す
る
（
と
い
う
風
で
）
、
そ
も
そ
も
天
子
の
命
な
ど
受
け
て
い
な
い
。

単
に
自
分
が
覇
業
を
成
さ
ん
と
欲
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
は
正
し
く
な
い
の
だ
。
」
と
。
【
黄
義
剛
録
】

注（
一
）
而
る
に
…
爲
す
は
―
「
孟
子
硬
以
爲
卑
」
は
、
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
一
章
に
「
公
孫
丑
問
曰
、
夫
子
當
路
於
齊
、
管

仲
、
晏
子
之
功
、
可
復
許
乎
。
孟
子
曰
…
…
或
問
乎
曾
西
曰
、
吾
子
與
子
路
孰
賢
。
曾
西
蹙
然
曰
、
吾
先
子
之
所
畏
也
。
曰
、

然
則
吾
子
與
管
仲
孰
賢
。
曾
西
艴
然
不
悅
、
曰
、
爾
何
曾
比
予
於
管
仲
。
管
仲
得
君
、
如
彼
其
專
也
。
行
乎
國
政
、
如
彼
其

久
也
。
功
烈
、
如
彼
其
卑
也
。
爾
何
曾
比
予
於
是
。
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
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巻
四
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四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

（
二
）
孟
子
是
…
肯
ぜ
ず
―
「
孟
子
是
不
肯
做
他
底
」
は
、
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
一
章
に
、
「
曰
、
管
仲
、
曾
西
之
所
不
爲

也
、
而
子
爲
我
願
之
乎
。
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

（
三
）
是
れ
那
…
て
低
し
―
「
那
規
模
」
は
、
『
考
文
解
義
』
に
「
謂
見
其
伯
者
規
模
、
而
卑
之
不
肯
做
。
」
と
あ
る
。
「
伯
者

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

（
覇
者
）
」
と
し
て
の
「
規
模
（
ス
ケ
ー
ル
）
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
四
）
然
れ
ど
…
り
出
づ
―
「
朝
聘
貢
賦
皆
是
歸
己
」
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
七
年
秋
の
「
伝
」
に
、
「
管
仲
言
於
齊
侯
曰
、

臣
聞
之
、
招
攜
以
禮
、
懷
遠
以
德
、
德
禮
不
易
、
無
人
不
懷
。
齊
侯
脩
禮
於
諸
侯
、
諸
侯
官
受
方
物
。
」
と
あ
り
、
朱
熹
の

眼
に
は
管
仲
が
そ
れ
を
独
占
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
実
際
に
は
、
こ
こ
に
か
か
る
孔
穎
達
「
疏
」
に

あ
る
よ
う
に
、
「
天
子
既
衰
、
諸
侯
惰
慢
貢
賦
之
事
、
無
復
定
準
。
故
覇
主
揔
帥
諸
侯
、
尊
崇
天
子
、
量
其
國
之
大
小
、
號

令
所
出
之
物
、
傳
言
諸
侯
、
各
使
官
司
、
取
齊
約
束
、
受
其
方
所
當
貢
天
子
之
物
。
」
と
、
斉
侯
（
桓
公
）
が
諸
侯
に
命
じ

て
貢
物
を
要
求
し
て
も
、
そ
れ
は
最
終
的
に
天
子
（
周
の
王
室
）
に
献
上
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。

（
五
）
義
剛
―
「
義
剛
」
は
、
黄
義
剛
。
［
憲
７
・
１
／
四
四
・
二
七
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参
照
）
。

［
憲

（

）
］
陳
成
子
弑
簡
公
章

15

22

陳
成
子
弒
簡
公
。
【
成
子
、
齊
大
夫
、
名
恆
。
簡
公
、
齊
君
、
名
壬
。
事
在
春
秋
哀
公
十
四
年
。
】
孔
子
沐
浴
而
朝
、
告
於
哀
公

曰
、
陳
恆
弒
其
君
、
請
討
之
。
【
朝
、
音
潮
。
○
是
時
孔
子
致
仕
居
魯
、
沐
浴
齊
戒
以
告
君
、
重
其
事
而
不
敢
忽
也
。
臣
弒
其
君
、
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人
倫
之
大
變
、
天
理
所
不
容
、
人
人
得
而
誅
之
、
況
鄰
國
乎
。
故
夫
子
雖
已
告
老
、
而
猶
請
哀
公
討
之
。
】
公
曰
、
告
夫
三
子
。

【
夫
、
音
扶
、
下
告
夫
同
。
○
三
子
、
三
家
也
。
時
政
在
三
家
、
哀
公
不
得
自
專
、
故
使
孔
子
告
之
。
】
孔
子
曰
、
以
吾
從
大
夫

之
後
、
不
敢
不
告
也
。
君
曰
告
夫
三
子
者
。
【
孔
子
出
而
自
言
如
此
。
意
謂
弒
君
之
賊
、
法
所
必
討
。
大
夫
謀
國
、
義
所
當
告
。

君
乃
不
能
自
命
三
子
、
而
使
我
告
之
耶
。
】
之
三
子
告
、
不
可
。
孔
子
曰
、
以
吾
從
大
夫
之
後
、
不
敢
不
告
也
。
【
以
君
命
往

告
、
而
三
子
魯
之
強
臣
、
素
有
無
君
之
心
、
實
與
陳
氏
聲
勢
相
倚
、
故
沮
其
謀
。
而
夫
子
復
以
此
應
之
、
其
所
以
警
之
者
深
矣
。

○
程
子
曰
、
左
氏
記
孔
子
之
言
曰
、
陳
恆
弒
其
君
、
民
之
不
予
者
半
。
以
魯
之
衆
、
加
齊
之
半
、
可
克
也
。
此
非
孔
子
之
言
。
誠

若
此
言
、
是
以
力
不
以
義
也
。
若
孔
子
之
志
、
必
將
正
名
其
罪
、
上
告
天
子
、
下
告
方
伯
、
而
率
與
國
以
討
之
。
至
於
所
以
勝
齊

者
、
孔
子
之
餘
事
也
、
豈
計
魯
人
之
衆
寡
哉
。
當
是
時
、
天
下
之
亂
極
矣
、
因
是
足
以
正
之
、
周
室
其
復
興
乎
。
魯
之
君
臣
、
終

不
從
之
、
可
勝
惜
哉
。
○
胡
氏
曰
、
春
秋
之
法
、
弒
君
之
賊
、
人
得
而
討
之
。
仲
尼
此
擧
、
先
發
後
聞
可
也
。
】

［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
六
一
］

（
一
）

15

22

本

文

問
陳
成
子
弑
簡
公
一
章
。
曰
、
哀
公
若
委
之
孔
子
、
孔
子
須
有
計
畫
以
處
之
、
必
不
空
言
而
但
已
也
。
【
謂
須
有
後
手
】
。
意

孔
子
、
若
哀
公
委
之
以
權
、
必
有
道
理
以
制
三
子
、
但
有
些
罅
縫
、
事
便
可
成
。
【
謂
擧
國
不
從
、
而
三
子
内
一
箇
動
便

得
。
】
又
問
、
程
子
云
、
左
氏
記
孔
子
之
言
曰
、
陳
恒
弑
其
君
、
民
之
不
與
者
半
。
以
魯
之
衆
、
加
齊
之
半
、
可
克
也
。
此

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

非
孔
子
之
言
。
誠
若
此
言
、
是
以
力
不
以
義
也
。
曰
、
聖
人
舉
事
、
也
不
會
只
理
會
義
理
、
都
不
問
些
利
害
、
事
也
須
是
可

（
七
）

（
八
）

（
九
）

（
一
〇
）

行
方
得
。
但
云
、
以
魯
之
衆
、
加
齊
之
半
、
須
是
先
得
魯
之
衆
、
方
可
用
齊
之
半
。
蓋
齊
之
半
雖
未
必
難
動
、
而
魯
之
衆
却

（
一
一
）

（
一
二
）

（
一
三
）
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未
便
得
他
從
。
然
此
事
聖
人
亦
必
曾
入
思
慮
、
但
却
不
專
主
此
也
。
【
燾
】

（
一
四
）

（
一
五
）

（
一
六
）

校

勘

（
一
）
本
条
は
、
楠
本
本
で
は
冒
頭
の
「
問
陳
成
子
弑
簡
公
一
章
」
か
ら
、
割
注
「
而
三
子
内
一
箇
動
便
得
」
ま
で
が
無
い
。
ま

た
、
条
末
の
「
但
却
不
專
主
此
也
」
の
直
後
（
記
録
者
名
「
燾
」
無
し
。
本
校
勘
（
一
六
）
参
照
）
に
、
「
故
伊
川
又
云
、

借
便
言
行
、
則
亦
上
有
天
子
、
下
有
方
伯
、
謀
而
後
行
。
然
則
聖
人
亦
非
不
量
力
而
浪
戰
也
。
明
君
臣
之
大
義
以
見
弑
逆
之

大
惡
、
天
下
所
不
容
、
人
人
得
誅
之
。
以
天
下
之
兵
討
天
下
之
賊
、
彼
雖
衆
、
亦
奚
以
爲
哉
。
固
不
當
區
區
較
齊
魯
之
強
弱

也
。
左
氏
所
記
蓋
傳
聞
之
謬
、
以
衆
人
之
腹
爲
聖
人
之
心
者
爾
。
」
（
句
読
点
は
訳
注
者
が
附
し
た
）
と
続
く
。
こ
れ
は
『
論

語
或
問
』
巻
一
四
の
本
章
に
か
か
る
部
分
を
ほ
ぼ
踏
ま
え
る
内
容
で
、
そ
の
「
借
便
言
行
…
…
謀
而
後
行
」
は
、
『
河
南
程

氏
遺
書
』
巻
一
五
に
み
え
る
。

（
二
）
又
―
「
又
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
三
）
程
子
云
―
「
程
子
云
」
は
、
楠
本
本
は
「
伊
川
謂
」
に
作
る
。

（
四
）
記
―
「
記
」
は
、
楠
本
本
は
「
載
」
に
作
る
。

（
五
）
之
―
「
之
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
六
）
恒
―
「
恒
」
は
、
楠
本
本
は
「
亘
」
に
作
る
。

（
七
）
是
―
「
是
」
は
、
楠
本
本
は
「
是
」
の
下
に
「
聖
人
」
が
有
る
。

（
八
）
力
―
「
力
」
は
、
楠
本
本
は
「
力
」
の
下
に
「
角
勝
而
」
が
有
る
。
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（
九
）
義
―
「
義
」
は
、
楠
本
本
は
「
義
」
の
下
に
「
理
」
が
有
る
。

（
一
〇
）
些
―
「
些
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
一
一
）
方
―
「
方
」
は
、
楠
本
本
は
「
始
」
に
作
る
。

（
一
二
）
但
云
以
魯
之
衆
加
齊
之
半
―
「
但
云
以
魯
之
衆
加
齊
之
半
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
一
三
）
須
―
「
須
」
は
、
楠
本
本
は
「
須
」
の
上
に
「
但
」
が
有
る
。

（
一
四
）
他
―
「
他
」
は
、
楠
本
本
は
「
它
」
に
作
る
。

（
一
五
）
曾
―
「
曾
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
一
六
）
燾
―
「
燾
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

訓

読

陳
成
子

簡
公
を
弑
す
の
一
章
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
哀
公

若
し
之
を
孔
子
に
委
ぬ
れ
ば
、
孔
子

須
ら
く
計
畫
有
り
て
以
て

（
一
）

之
に
處
し
て
、
必
ず
空
言
し
て
但
だ
に
已
ま
ざ
る
な
り
。
【
須
ら
く
後
手
有
る
べ
き
を
謂
ふ
】
。
意
ふ
に
孔
子

若
し
哀
公

之

に
委
ぬ
る
に
權
を
以
て
す
れ
ば
、
必
ず
道
理
有
り
て
以
て
三
子
を
制
せ
ん
、
但
だ
些
か
罅
縫
有
れ
ば
、
事

便
ち
成
る
可
し
、

と
。
【
國
を
擧
げ
て
從
は
ざ
る
も
、
而
れ
ど
も
三
子
の
内

一
箇
動
け
ば
便
ち
得
る
を
謂
ふ
】
。
又
た
問
ふ
、
程
子
云
ふ
、
左
氏

（
二
）

孔
子
の
言
を
記
し
て
曰
は
く
、
陳
恒

其
の
君
を
弑
す
る
も
、
民
の
與
せ
ざ
る
者
半
ば
す
。
魯
の
衆
き
を
以
て
、
齊
の
半
ば

に
加
ふ
れ
ば
、
克
つ
可
き
な
り
、
と
、
此
れ
孔
子
の
言
に
非
ず
。
誠
に
此
の
言
の
若
く
ん
ば
、
是
れ
力
を
以
て
し
て
義
を
以

て
せ
ざ
る
な
り
、
と
、
と
。
曰
は
く
、
聖
人

事
を
舉
ぐ
る
に
、
也
た
只
だ
義
理
を
理
會
す
る
の
み
に
し
て
、
都
て
些
か
の

（
三
）



- 120 -

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

利
害
も
問
は
ざ
る
會
か
ら
ず
、
事
も
也
た
是
れ
行
ふ
可
き
を
須
ち
て
方
め
て
得
し
。
但
だ
魯
の
衆
き
を
以
て
、
齊
の
半
ば
に

べ

加
ふ
る
と
云
ふ
は
、
是
れ
先
ず
魯
の
衆
き
を
得
る
を
須
ち
て
、
方
め
て
齊
の
半
ば
を
用
ふ
可
し
。
蓋
し
齊
の
半
ば
未
だ
必
ず

し
も
動
か
し
難
か
ら
ず
と
雖
も
、
而
も
魯
の
衆
き
は
却
つ
て
未
だ
便
ち
他

從
ふ
を
得
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
此
の
事
は
聖

人
も
亦
た
必
ず
曾
て
思
慮
に
入
る
る
も
、
但
だ
却
つ
て
專
ら
此
れ
を
主
と
せ
ざ
る
な
り
、
と
。
【
燾
】

（
四
）

（
五
）

口
語
訳

「
陳
成
子
簡
公
を
弑
す
」
の
一
章
に
つ
い
て
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
言
っ
た
、
「
（
魯
の
）
哀
公
が
も
し
、
（
陳
成
子
の
討
伐
を
）
孔
子
に
委
任
し
て
、
孔
子
が
計
画
を
練
っ
て
そ

れ
に
対
処
し
、
き
っ
と
空
言
に
終
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
【
成
算
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
を
言
う
】
。
思

う
に
、
孔
子
に
つ
い
て
は
、
も
し
哀
公
が
兵
権
を
（
孔
子
に
）
委
任
し
た
な
ら
ば
、
き
っ
と
道
理
に
よ
っ
て
（
魯
の
実
権
者

孟
孫
氏
、
叔
孫
氏
、
季
孫
氏
の
）
三
家
を
抑
え
、
少
し
で
も
（
三
家
に
）
隙
が
あ
れ
ば
こ
と
は
成
就
し
た
で
あ
ろ
う
。
」
と
。

【
国
全
体
が
従
わ
な
く
と
も
、
三
家
の
う
ち
一
家
が
動
け
ば
成
功
す
る
こ
と
を
言
う
】
。

さ
ら
に
問
う
た
、
「
程
子
（
程
頤
）
は
、
「
『
左
伝
』
は
孔
子
の
言
葉
を
記
し
て
「
陳
恒
が
君
を
弑
殺
し
た
が
、
民
の
半
ば

は
そ
れ
を
支
持
し
な
か
っ
た
。
魯
の
す
べ
て
（
の
軍
勢
）
に
、
斉
の
（
民
の
）
半
ば
（
の
陳
恒
不
支
持
者
）
を
加
え
れ
ば
、

勝
つ
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
た
が
、
こ
れ
は
孔
子
の
言
葉
で
は
な
い
。
本
当
に
こ
の
通
り
な
ら
ば
、
力
に
よ
っ
て
（
解

決
）
す
る
も
の
で
義
に
よ
っ
て
（
解
決
）
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
」
と
言
い
ま
し
た
が
。
」
と
。

（
朱
熹
は
）
言
っ
た
、
「
聖
人
が
こ
と
を
行
う
と
き
、
義
理
の
み
を
心
掛
け
て
ま
っ
た
く
利
害
も
顧
み
な
い
と
い
う
こ
と
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は
な
く
、
こ
と
（
を
行
う
に
）
も
そ
れ
が
で
き
る
（
か
ど
う
か
明
ら
か
に
な
る
）
の
を
待
っ
て
、
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
。

た
だ
（
『
左
伝
』
に
）
、
「
魯
の
す
べ
て
（
の
軍
勢
）
に
、
斉
の
（
民
の
）
半
ば
（
の
陳
恒
不
支
持
者
）
を
加
え
」
る
と
あ
る

の
は
、
ま
ず
先
に
魯
の
す
べ
て
を
得
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
斉
の
半
ば
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
斉
の
半
ば
は
必
ず
し
も

動
か
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
魯
の
す
べ
て
は
む
し
ろ
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
聖

人
は
や
は
り
き
っ
と
初
め
か
ら
考
慮
し
て
い
た
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
れ
（
斉
の
半
ば
）
の
み
を
主
力
と
し
て
考
え
て
い
た

の
で
は
な
い
。
【
呂
燾
録
】

注（
一
）
陳
成
子
…
を
問
ふ
―
「
陳
成
子
弑
簡
公
」
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
十
四
年
の
記
事
に
も
見
え
る
事
件
で
あ
る
。
「
陳
成

子
」
は
、
斉
の
陳
成
子
（
名
は
恒
）
。
舒
州
に
幽
閉
し
て
い
た
主
君
の
簡
公
を
殺
害
し
た
。
そ
の
際
、
魯
の
孔
子
は
三
日
間

物
忌
み
し
て
、
（
陳
成
子
の
）
斉
を
討
つ
べ
き
こ
と
を
哀
公
に
訴
え
た
。
哀
公
は
ど
の
よ
う
に
し
て
討
つ
か
と
問
い
、
孔
子

は
斉
の
民
の
半
ば
は
陳
成
子
を
支
持
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
と
魯
の
大
軍
を
合
わ
せ
れ
ば
斉
に
勝
て
る
と
答
え
た
。
哀
公

は
季
孫
氏
に
相
談
せ
よ
と
言
っ
た
が
、
孔
子
は
そ
れ
を
辞
退
し
て
、
大
夫
の
末
席
に
連
な
る
者
と
し
て
言
わ
ず
に
は
お
れ
な

か
っ
た
、
と
語
っ
た
。

（
二
）
程
子
云
…
な
り
と
―
「
程
子
云
」
云
々
は
、
程
頤
の
語
。
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
三
・
伊
川
先
生
語
九
に
、
「
陳
恒
弑
其

君
、
孔
子
沐
浴
而
朝
、
請
討
之
。
左
氏
載
孔
子
之
言
、
謂
、
陳
恒
弑
其
君
、
民
之
不
與
者
半
、
以
魯
之
衆
、
加
齊
之
半
、
可

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

克
也
。
恁
地
是
聖
人
以
力
角
勝
、
都
不
問
義
理
也
。
孔
子
請
伐
齊
、
以
弑
君
之
事
討
之
。
當
時
哀
公
能
從
其
請
、
孔
子
必
有

ヽ
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ヽ
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處
置
、
須
使
顏
回
使
周
、
子
路
使
晉
、
天
下
大
計
可
立
而
遂
。
孔
子
臨
老
、
有
此
一
件
事
好
做
、
奈
何
哀
公
不
從
其
請
、
可

惜
。
」
と
あ
る
。

（
三
）
聖
人
事
…
て
得
し
―
「
可
行
方
得
」
は
、
『
考
文
解
義
』
に
「
謂
亦
須
視
其
事
可
行
、
然
後
乃
行
。
非
專
守
其
義
不
問
利

害
、
而
胡
乱
做
事
也
。
」
と
あ
る
。
聖
人
は
義
理
一
本
や
り
で
は
な
く
、
実
際
の
状
況
を
勘
案
し
た
上
で
見
通
し
を
立
て
て

か
ら
行
動
す
る
現
実
的
視
点
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
四
）
但
却
つ
…
る
な
り
―
「
不
專
主
此
」
は
、
『
考
文
解
義
』
に
「
謂
不
專
恃
齊
衆
也
。
」
と
あ
る
。
斉
の
反
陳
成
子
派
の
民
の

多
さ
を
あ
て
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
『
論
語
』
本
章
に
か
か
る
朱
熹
『
或
問
』
に
も
、
「
夫
以
魯
之
弱
、
而
欲
討
齊
、

其
請
於
天
子
、
理
勢
固
有
當
然
者
。
」
と
い
う
。

（
五
）
燾
―
「
燾
」
は
、
呂
燾
。
訳
注
（
一
）
［
憲
２
・
６
／
四
四
・
八
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参
照
）
。

［
憲

（

）
・
２
／
四
四
・
六
二
］

15

22

本

文

問
陳
成
子
弑
簡
公
章
云
、
三
子
有
無
君
之
心
、
夫
子
所
以
警
之
。
曰
、
須
先
看
得
聖
人
本
意
。
夫
子
初
告
時
、
眞
箇
是
欲
討

成
子
、
未
有
此
意
。
後
人
自
流
泝
源
、
知
聖
人
之
言
可
以
警
三
子
無
君
之
心
、
非
是
聖
人
托
討
成
子
以
警
三
子
。
聖
人
心
術

不
如
此
枉
曲
。
【
雉
】
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訓

読

陳
成
子
簡
公
を
弑
す
章
に
、
三
子

君
を
無
み
す
る
の
心
有
り
、
夫
子
之
を
警
む
る
所
以
な
り
と
云
ふ
を
問
ふ
。
曰
は
く
、

（
一
）

須
ら
く
先
づ
聖
人
の
本
意
を
看
得
す
べ
し
。
夫
子
初
め
て
告
ぐ
る
の
時
、
眞
箇
に
是
れ
成
子
を
討
た
ん
と
欲
し
て
、
未
だ
此

（
二
）

ま

こ

と

の
意
有
ら
ざ
る
な
り
。
後
の
人

流
れ
に
自
り
て
源
を
泝
り
、
聖
人
の
言
は
以
て
三
子

君
を
無
み
す
る
の
心
を
警
む
る
可
し

と
知
る
も
、
是
れ
聖
人

成
子
を
討
つ
に
托
せ
て
以
て
三
子
を
警
む
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
聖
人
の
心
術
は
此
の
如
く
枉
曲

よ

な
ら
ず
、
と
。
【
雉
】

（
三
）

口
語
訳

「
陳
成
子
簡
公
を
弑
す
」
の
章
（
の
『
集
注
』
）
に
、
「
（
孟
孫
氏
、
叔
孫
氏
、
季
孫
氏
の
）
三
家
に
は
君
主
を
無
視
す
る

心
が
あ
っ
た
の
で
、
孔
子
が
（
そ
れ
を
）
警
め
た
の
だ
」
と
あ
る
こ
と
を
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
言
っ
た
、
「
ま
ず
聖
人
の
本
意
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
孔
子
が
最
初
に
（
三
家
に
）
告
げ
た
時
、
純

粋
に
陳
成
子
を
討
と
う
と
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
（
警
め
る
と
い
う
）
意
図
は
な
か
っ
た
。
後
世
の
人
は
流
れ
に
沿

っ
て
源
へ
と
遡
り
（
起
こ
っ
た
出
来
事
か
ら
原
因
を
追
究
し
て
）
、
聖
人
の
言
葉
は
三
家
の
君
主
を
無
視
す
る
心
に
警
鐘
を

鳴
ら
す
も
の
と
理
解
し
た
が
、
聖
人
孔
子
は
陳
成
子
を
討
つ
に
こ
と
寄
せ
て
三
家
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
。

聖
人
の
心
は
そ
の
よ
う
に
は
歪
ん
で
は
い
な
い
」
と
。
【
呉
雉
録
】
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』
巻
四
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注
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四
）

（
志
村
・
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嶋
）

注（
一
）
三
子
君
…
を
問
ふ
―
「
三
子
有
無
君
之
心
」
は
、
本
章
の
経
文
「
之
三
子
告
、
不
可
。
孔
子
曰
、
以
吾
從
大
夫
之
後
、
不

敢
不
告
也
。
」
に
か
か
る
朱
熹
『
集
注
』
に
「
以
君
命
往
告
、
而
三
子
魯
之
強
臣
、
素
有
無
君
之
心
、
實
與
陳
氏
聲
勢
相

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

倚
、
故
沮
其
謀
。
而
夫
子
復
以
此
應
之
、
其
所
以
警
之
者
深
矣
。
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

（
二
）
夫
子
初
…
る
な
り
―
孔
子
が
魯
の
三
家
（
三
子
）
の
討
伐
に
つ
い
て
相
談
し
て
も
動
か
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
な
お
行

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『
論
語
』
本
章
に
か
か
る
朱
熹
『
或
問
』
に
は
、
「
而
三
子
果
以
爲
不
可
、
則
復
正
言
之
、
以
明
從

違
在
彼
、
雖
不
敢
必
、
而
君
臣
大
倫
、
所
繋
之
重
、
雖
欲
不
告
而
不
敢
以
已
、
其
所
以
警
夫
三
子
者
亦
深
矣
。
」
と
あ
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

孔
子
の
行
い
は
「
君
臣
大
倫
」
の
「
重
」
さ
を
知
ら
し
め
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
三
）
雉
―
「
雉
」
は
、
呉
雉
（
一
名
は
稚
）
。
字
は
和
中
。
建
寧
府
建
陽
県
（
福
建
省
）
の
人
。
『
補
遺
』
巻
六
九
は
「
朱
子
受

礼
弟
子
」
と
い
う
。
『
年
攷
』
は
「
記
録
年
を
欠
く
記
録
者
で
は
あ
る
が
、
慶
元
年
間
（
一
一
九
五
～
一
二
〇
〇
）
の
弟

子
」
（
二
八
四
頁
）
と
い
う
。
『
門
人
』
第
六
三
～
六
四
頁
、
『
書
院
』
第
二
一
八
頁
も
参
照
。

［
憲

（

）
］
子
路
問
事
君
章

16

23

子
路
問
事
君
。
子
曰
、
勿
欺
也
、
而
犯
之
。
【
犯
、
謂
犯
顏
諫
爭
。
范
氏
曰
、
犯
非
子
路
之
所
難
也
、
而
以
不
欺
爲
難
。
故
夫
子

教
以
先
勿
欺
而
後
犯
也
。
】
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［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
六
三
］

16

23

本

文

亞
夫
問
勿
欺
也
而
犯
之
。
曰
、
犯
、
只
是
有
犯
無
隱
之
犯
。
如
三
諫
不
聽
之
類
。
諫
便
是
犯
也
。
【
時
舉
】

訓

読

亞
夫
「
欺
く
こ
と
勿
れ
、
而
し
て
之
れ
を
犯
せ
」
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
犯
と
は
、
只
だ
是
れ
「
犯
す
こ
と
有
り
て
隱
す
こ
と

（
一
）

（
二
）

無
し
」
の
犯
な
り
。
「
三
た
び
諫
め
て
聽
か
ず
」
の
類
の
如
し
。
諫
は
便
ち
是
れ
犯
な
り
、
と
。
【
時
舉
】

（
三
）

（
四
）

口
語
訳

㬊
亜
夫
が
、
「
欺
く
こ
と
勿
れ
、
而
し
て
之
れ
を
犯
せ
」
に
つ
い
て
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
言
っ
た
、
「
犯
と
は
、
「
犯
す
こ
と
有
り
て
隠
す
こ
と
無
し
（
面
と
向
か
っ
て
諫
め
て
隠
さ
な
い
）
」
の

「
犯
」
な
の
だ
。
「
三
た
び
諫
め
て
聴
か
ず
（
三
度
諫
め
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
）
」
云
々
と
同
じ
だ
。
「
諫
」
と
は
つ
ま

り
「
犯
」
だ
。
」
と
。
【
潘
時
挙
録
】

注（
一
）
亞
夫
欺
…
を
問
ふ
―
「
亞
夫
」
は
、
㬊
淵
の
字
。
［
憲

・
４
／
四
四
・
四
〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
一
）
を
参
照
）
。

12

（
二
）
犯
と
は
…
犯
な
り
―
「
有
犯
無
隱
」
は
、
『
礼
記
』
檀
弓
上
篇
に
「
事
君
、
有
犯
而
無
隱
、
左
右
就
養
有
方
。
」
と
あ
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

（
三
）
三
た
び
…
の
如
し
―
「
三
諫
不
聽
」
は
、
『
礼
記
』
曲
礼
下
篇
に
「
爲
人
臣
之
礼
、
不
顕
諫
。
三
諫
不
聽
、
則
逃
之
。
」
と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

あ
る
。

（
四
）
時
擧
―
「
時
擧
」
は
、
潘
時
挙
。
［
憲
８
・
１
／
四
四
・
二
九
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参
照
）
。

［
憲

（

）
・
２
／
四
四
・
六
四
］

16

23

本

文

徐
問
勿
欺
也
而
犯
之
、
子
路
豈
欺
君
者
。
莫
只
是
他
勇
、
便
解
恁
地
否
。
曰
、
是
恁
地
。
子
路
性
勇
、
凡
言
於
人
君
、
要
他

聽
、
或
至
於
説
得
太
過
、
則
近
乎
欺
。
如
唐
人
諫
敬
宗
遊
驪
山
、
謂
驪
山
不
可
行
、
若
行
必
有
大
禍
。
夫
驪
山
固
是
不
可
行
、

然
以
爲
有
大
禍
、
則
近
於
欺
矣
。
要
之
、
其
實
雖
不
失
爲
愛
君
、
而
其
言
則
欺
矣
。

（
一
）

校

勘

（
一
）
矣
―
「
矣
」
は
、
楠
本
本
は
「
矣
」
の
下
に
「
辛
。
張
權
輿
諫
。
辛
。
驪
山
事
見
寶
曆
元
年
。
」
（
句
読
点
は
訳
注
者
が
附

し
た
）
と
あ
る
。

訓

読

徐
「
欺
く
勿
れ
、
而
し
て
之
を
犯
せ
」
を
問
ふ
に
、
子
路
は
豈
に
君
を
欺
く
者
な
ら
ん
や
。
只
是
だ
他
の
勇
、
便
ち
恁
地
に

（
一
）
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す
解
き
莫
き
や
否
や
、
と
。
曰
は
く
、
是
れ
恁
地
な
り
。
子
路

性
は
勇
、
凡
そ
人
君
に
言
ふ
は
、
他
の
聽
か
ん
こ
と
を
要

べ

め
て
、
或
い
は
説
き
得
て
太
だ
過
ぐ
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
欺
く
に
近
し
。
唐
人
の
敬
宗
の
驪
山
に
遊
ぶ
を
諫
め
て
、
驪
山
は

（
二
）

行
く
可
か
ら
ず
、
若
し
行
け
ば
必
ず
大
禍
有
り
、
と
謂
ふ
が
如
し
。
夫
れ
驪
山
は
固
よ
り
是
れ
行
く
可
か
ら
ず
、
然
れ
ど
も

以
て
大
禍
有
り
と
爲
す
は
、
則
ち
欺
く
に
近
し
。
之
を
要
す
る
に
、
其
の
實

愛
君
爲
る
に
は
失
せ
ず
と
雖
も
、
而
れ
ど
も

其
の
言
は
則
ち
欺
な
り
、
と
。

口
語
訳

徐
氏
が
、
「
欺
く
勿
れ
、
而
し
て
之
を
犯
せ
」
に
つ
い
て
、
「
子
路
は
ど
う
し
て
君
主
を
欺
く
よ
う
な
人
で
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。
彼
は
勇
敢
な
の
で
、
（
孔
子
は
）
こ
の
よ
う
に
答
え
た
だ
け
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
。
子
路
は
根
っ
か
ら
勇
敢
で
あ
っ
て
、
君
主
に
も
の
を
言
う
時
に
は
、

（
そ
れ
が
）
そ
れ
（
君
主
）
に
聞
き
入
れ
ら
れ
ん
こ
と
を
願
っ
て
、
時
に
大
げ
さ
な
物
言
い
を
し
た
の
は
、
欺
き
に
近
く
な

る
。
唐
代
の
あ
る
人
（
張
権
輿
）
が
、
敬
宗
が
驪
山
に
遊
ぼ
う
と
し
た
の
を
諫
め
て
、
驪
山
に
は
行
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
、

も
し
行
け
ば
き
っ
と
大
禍
が
起
こ
り
ま
す
、
と
言
っ
た
の
と
同
じ
だ
。
な
る
ほ
ど
驪
山
に
は
行
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
し
か

し
大
禍
が
起
こ
る
と
言
う
の
は
、
欺
き
に
近
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
態
度
が
君
主
を
敬
愛
す
る
と
い
う
点
で
は
問
題
な
い

が
、
そ
の
言
葉
は
欺
き
な
の
だ
。
」
と
。
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

注（
一
）
徐
欺
く
…
問
ふ
に
―
「
徐
」
は
、
徐
㝢
か
。
「
徐
」
姓
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
質
問
者
に
つ
い
て
、
本
条
に
見
え
る

よ
う
な
「
徐
問
」
と
い
う
表
記
か
ら
考
察
す
る
と
、
そ
の
記
録
者
は
多
く
が
陳
淳
で
あ
り
、
楊
道
夫
の
名
も
見
え
る
。
『
年

攷
』
に
よ
れ
ば
、
陳
淳
や
楊
道
夫
ら
と
同
席
す
る
「
徐
」
姓
の
者
は
「
徐
㝢
」
の
み
で
あ
り
、
彼
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て

高
い
。
陳
・
楊
両
人
と
の
同
席
の
時
期
は
、
『
年
攷
』
第
一
六
九
～
一
七
〇
頁
に
よ
る
と
、
一
一
九
〇
年
以
外
に
は
重
な
ら

な
い
の
で
こ
の
時
で
あ
ろ
う
。
な
お
徐
㝢
に
つ
い
て
は
、
［
憲
４
（
６
）
・
３
／
四
四
・
二
六
］
そ
の
注
（
七
）
参
照
。
ま
た
、

［
校
勘
］
の
（
一
）
に
見
え
る
記
録
者
「
辛
」
に
つ
い
て
は
、
『
年
攷
』
に
よ
れ
ば
、
「
抄
本
」
（
す
な
わ
ち
楠
本
本
）
に
見

え
る
名
で
あ
り
、
劉
黻
か
曹
叔
遠
と
同
席
し
て
い
る
人
物
と
の
こ
と
で
あ
る
が
（
第
一
三
〇
頁
、
第
一
七
九
頁
参
照
）
、
詳

細
は
不
明
。

（
二
）
唐
人
の
…
が
如
し
―
「
敬
宗
」
は
、
唐
の
皇
帝
。
名
は
湛
。
元
和
四
年
（
八
〇
九
）
に
穆
宗
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

長
慶
四
（
八
二
四
）
年
、
十
六
歳
で
即
位
。
「
競
渡
船
」
や
角
力
観
戦
、
撃
（
打
）
毬
に
興
じ
て
、
政
治
を
顧
み
な
か
っ
た

ボ
ー
ト
レ
ー
ス

す

も

う

ポ

ロ

暗
君
と
さ
れ
る
。
即
位
か
ら
わ
ず
か
二
年
の
宝
暦
二
年
（
八
二
六
）
一
二
月
、
劉
克
明
に
よ
っ
て
宴
会
中
に
殺
害
さ
れ
た

（
『
旧
唐
書
』
巻
一
七
、
『
新
唐
書
』
巻
八
）
。
驪
山
は
現
在
の
陝
西
省
西
安
市
附
近
に
あ
り
、
秦
の
始
皇
帝
の
陵
墓
（
驪
山

陵
）
や
温
泉
（
華
清
池
）
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
［
校
勘
］
の
（
一
）
に
も
あ
る
通
り
、
唐
の
宝
暦
元
年
に

起
こ
っ
て
い
る
。
同
時
代
の
杜
牧
『
樊
川
文
集
』
巻
十
二
「
與
人
論
諫
書
」
に
「
寶
曆
中
敬
宗
皇
帝
欲
幸
驪
山
、
時
諌
者
至

多
。
上
意
不
決
。
拾
遺
張
權
輿
、
伏
紫
宸
殿
下
叩
頭
諫
曰
、
昔
周
幽
王
幸
驪
山
、
爲
犬
戎
所
殺
。
秦
始
皇
葬
驪
山
、
國
亡
。

玄
宗
皇
帝
宮
驪
山
、
而
禄
山
亂
。
先
皇
帝
幸
驪
山
、
而
享
年
不
長
。
帝
曰
、
驪
山
若
此
之
凶
耶
。
我
宜
一
往
、
以
驗
彼
言
。
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後
數
日
、
自
驪
山
廻
、
語
親
倖
曰
、
叩
頭
者
之
言
、
安
足
信
哉
。
」
と
あ
り
、
『
資
治
通
鑑
』
（
巻
二
四
三
、
敬
宗
宝
暦
元

年
）
に
も
採
録
す
る
。
敬
宗
は
驪
山
行
幸
の
翌
年
に
劉
克
明
に
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
張
権
輿
の
懸
念
が
的
中
し

た
こ
と
に
な
る
。

［
憲

（

）
・
３
／
四
四
・
六
五
］

16

23

本

文

問
、
如
何
是
欺
。
曰
、
有
意
瞞
人
、
便
是
欺
。
曰
、
看
得
子
路
不
是
瞞
人
底
人
。
曰
、
無
臣
而
爲
有
臣
、
乃
欺
也
。
【
廣
】

訓

読

問
ふ
、
如
何
ぞ
是
れ
欺
な
る
、
と
。
曰
は
く
、
意
有
り
て
人
を
瞞
す
は
、
便
是
ち
欺
な
り
、
と
。
曰
は
く
、
子
路
は
是
れ
人

を
瞞
す
底
の
人
に
あ
ら
ざ
る
を
看
得
す
、
と
。
曰
は
く
、
「
臣
無
く
し
て
臣
有
り
と
爲
す
」
は
乃
ち
欺
な
り
、
と
。
【
廣
】

（
一
）

（
二
）

口
語
訳

「
欺
」
ぎ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
言
っ
た
、
「
意
図
的
に
人
を
だ
ま
す
こ
と
が
、
欺
き
な
の
だ
。
」
と
。

（
質
問
者
は
）
言
っ
た
、
「
子
路
は
、
他
人
を
だ
ま
す
よ
う
な
人
で
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
」
と
。
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（
朱
熹
は
）
言
っ
た
、
「
（
『
論
語
』
子
罕
篇
に
、
子
路
の
発
言
と
し
て
）
「
臣
無
く
し
て
臣
有
り
と
為
す
（
臣
下
は
い
な

い
が
臣
下
が
い
る
よ
う
に
す
る
）
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
欺
き
な
の
だ
。
」
と
。
【
輔
広
録
】

注（
一
）
臣
無
く
…
欺
な
り
―
「
無
臣
而
爲
有
臣
」
は
、
『
論
語
』
子
罕
篇
第
一
一
章
に
「
子
疾
病
、
子
路
使
門
人
爲
臣
。
病
間
、

曰
、
「
久
矣
哉
。
由
之
行
詐
也
、
無
臣
而
爲
有
臣
。
吾
誰
欺
。
欺
天
乎
。
且
予
與
其
死
於
臣
之
手
也
、
無
寧
死
於
二
三
子
之

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

手
乎
。
且
予
縱
不
得
大
葬
。
予
死
於
道
路
乎
。
」
と
あ
る
。

（
二
）
廣
―
「
廣
」
は
、
輔
広
。
［
憲
２
・

／
四
四
・
二
一
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
四
）
を
参
照
）
。

19

（
［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
五
六
］
～
［
憲

（

）
・
３
／
四
四
・
六
五
］
条
担
当

志
村

敦
弘
）

14

18

16

23

［
憲

（

）
］
君
子
上
達
章

17

24

子
曰
、
君
子
上
達
、
小
人
下
達
。
【
君
子
循
天
理
、
故
日
進
乎
高
明
。
小
人
殉
人
欲
、
故
日
究
乎
汚
下
。
】
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［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
六
六
］

17

24

本

文

君
子
上
達
、
一
日
長
進
似
一
日
。
小
人
下
達
、
一
日
沈
淪
似
一
日
。
【
賀
孫
】

訓

読

「
君
子
は
上
達
す
」
は
、
一
日

一
日
似
り
長
進
す
。
「
小
人
は
下
達
す
」
は
、
一
日

一
日
似
り
沈
淪
す
。
【
賀
孫
】

よ

（
一
）

口
語
訳

「
君
子
は
上
達
す
」
と
は
、
日
々
進
歩
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
「
小
人
は
下
達
す
」
と
は
、
日
々
堕
落
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。
【
葉
賀
孫
録
】

注（
一
）
賀
孫
…
「
賀
孫
」
は
、
葉
賀
孫
。
［
憲
２
・
９
／
四
四
・
一
一
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
一
〇
）
を
参
照
）
。

［
憲

（

）
・
２
／
四
四
・
六
七
］

17

24
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本

文

問
、
注
云
、
君
子
循
天
理
、
故
日
進
乎
高
明
。
小
人
徇
人
欲
、
故
日
究
乎
汚
下
。
究
字
之
義
如
何
。
曰
、
究
者
、
究
竟
之
義
、

（
一
）

言
究
竟
至
於
極
也
。
此
段
本
橫
渠
呂
與
叔
之
言
、
將
來
湊
說
、
語
意
方
備
。
小
人
徇
人
欲
、
只
管
被
它
墜
下
去
、
只
見
沈
了
、

如
人
墜
水
相
似
。
因
又
言
究
竟
之
義
、
今
人
多
是
如
此
。
初
間
只
是
差
些
子
、
少
間
究
竟
將
去
、
越
見
差
得
多
。
如
說
道
理

亦
是
如
此
。
初
間
錯
些
子
、
少
間
只
管
去
救
、
救
來
救
去
、
越
弄
得
大
。
無
不
如
此
。
如
人
相
訟
、
初
間
本
是
至
没
緊
要
底

事
、
喫
不
過
、
胡
亂
去
下
一
紙
狀
。
少
間
公
吏
追
呼
、
出
入
搔
擾
、
末
梢
計
其
所
費
、
或
數
十
倍
於
所
爭
之
多
。
今
人
做
錯

一
件
事
、
說
錯
一
句
話
、
不
肯
當
下
覺
悟
便
改
、
却
只
管
去
救
其
失
、
少
間
救
得
過
失
越
大
。
無
不
是
如
此
。
【
僩
】

校

勘

（
一
）
徇
―
「
徇
」
は
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
は
「
反
」
に
作
る
。

訓

読

問
ふ
、
注
に
、
君
子
は
天
理
に
循
ふ
、
故
に
日
び
高
明
に
進
む
。
小
人
は
人
欲
に
徇
ふ
、
故
に
日
び
汚
下
に
究
す
、
と
云
ふ
。

（
一
）

「
究
」
字
の
義

如
何
、
と
。
曰
は
く
、
「
究
」
は
、
究
竟
の
義
、
究
竟
し
て
極
に
至
る
を
言
ふ
な
り
。
此
の
段

横
渠
、
呂

（
二
）

與
叔
の
言
に
本
づ
き
、
將
ち
來
た
り
湊
め
說
き
、
語
意

方
に
備
は
る
。
小
人
は
人
欲
に
徇
ひ
、
只
管
ら
它
に
墜
さ
れ
下
り

ひ

た

す

去
き
、
只
だ
沈
め
ら
る
る
の
み
に
し
て
了
は
る
。
人
の
水
に
墜
つ
る
が
如
く
相
似
た
り
、
と
。
因
り
て
又
た
究
竟
の
義
を
言
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ふ
。
「
今
人
多
く
は
是
れ
此
く
の
如
し
。
初
間
め
只
是
だ
差
ふ
こ
と
些
子
の
み
な
る
も
、
少
間
く
究
竟
し
將
ち
去
け
ば
、
越

は

じ

し

ば

ら

い
よ

い
よ
差
得
ふ
こ
と
多
き
を
見
る
。
道
理
を
說
く
が
如
き
も
亦
是
た
此
く
の
如
し
。
初
間
め
錯
ふ
こ
と
些
子
な
る
も
、
少
間
く

只
管
ら
去
き
救
ひ
、
救
ひ
來
た
り
救
ひ
去
け
ば
、
越
い
よ
弄
し
得
て
大
な
り
。
此
く
の
如
か
ら
ざ
る
無
し
。
如
へ
ば
人
の
相

訟
し
、
初
間
め
本
是
と
至
り
て
緊
要
没
き
の
事
な
る
も
、
喫
し
過
ぎ
ず
、
胡
亂
に
去
き
て
一
紙
の
状
を
下
す
。
少
間
く
公
吏

も

な

（
三
）

追
呼
し
、
出
入
掻
擾
し
、
末
梢
に
其
の
費
や
す
所
を
計
れ
ば
、
或
い
は
爭
ふ
所
よ
り
十
倍
す
る
の
多
き
を
數
ふ
。
今
人
一
件

の
事
を
做
し
錯
り
、
一
句
の
話
を
說
き
錯
る
も
、
肯
て
當
下
に
覺
悟
し
て
便
ち
改
め
ず
、
却
つ
て
只
管
ら
其
の
失
を
救
は
ば
、

少
間
く
過
失
を
救
ひ
得
て
越
い
よ
大
な
り
。
是
れ
此
く
の
如
か
ら
ざ
る
無
し
、
と
。
【
僩
】

（
四
）

口
語
訳

質
問
し
た
、
「
『
集
注
』
に
「
君
子
は
天
理
に
循
う
、
故
に
日
び
高
明
に
進
む
。
小
人
は
人
欲
に
徇
う
、
故
に
日
び
汚
下

に
究
す
」
と
あ
り
ま
す
。
「
究
」
字
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。
」
、
と
。

朱
熹
は
言
っ
た
、
「
「
究
」
字
は
、
究
竟
の
意
で
、
究
竟
し
て
極
ま
り
に
至
る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
は
張
載
（
横
渠
）
と

呂
大
臨
（
与
叔
）
の
言
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
説
い
た
箇
所
で
あ
り
、
文
意
は
ま
さ
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
小

人
は
人
欲
に
し
た
が
っ
て
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
に
貶
め
ら
れ
て
、
堕
落
し
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る
。
水
中
に
落
ち
て
し
ま
っ
た

人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」
、
と
。

そ
こ
で
朱
熹
は
、
さ
ら
に
究
竟
の
意
に
つ
い
て
言
っ
た
。
「
い
ま
多
く
の
人
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
は
じ
め
は
わ
ず
か
に
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間
違
っ
て
い
る
だ
け
で
も
、
や
が
て
極
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
間
違
い
は
い
よ
い
よ
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
道
理

を
説
く
こ
と
も
、
ま
た
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
は
じ
め
は
わ
ず
か
に
間
違
っ
て
い
る
だ
け
で
も
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
取
り
繕
っ

て
、
取
り
繕
い
続
け
れ
ば
、
い
よ
い
よ
大
ご
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
た
と
え
ば
訴
訟

を
起
こ
し
た
人
物
が
、
は
じ
め
は
全
く
重
大
で
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
こ
ら
え
き
れ
ず
に
、
み
だ
り
に
訴
状
を
提
出
す
る
。

や
が
て
役
人
が
呼
び
つ
け
て
、
あ
れ
こ
れ
騒
ぎ
立
て
て
い
る
う
ち
に
、
遂
に
そ
の
訴
訟
の
費
用
を
は
か
る
と
、
争
点
と
す
る

と
こ
ろ
の
十
倍
あ
ま
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
い
ま
一
つ
の
事
柄
を
な
し
あ
や
ま
り
、
一
つ
の
話
を
い
い
間
違
え
て
も
、

す
ぐ
さ
ま
思
い
至
っ
て
改
め
ず
、
か
え
っ
て
ひ
た
す
ら
そ
の
誤
り
を
取
り
繕
っ
て
い
る
と
、
や
が
て
過
失
を
取
り
繕
う
こ
と

が
い
よ
い
よ
多
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
」
、
と
。
【
沈
僩
録
】

注（
一
）
注
に
「
君
…
と
云
ふ
―
「
注
云
」
云
々
は
、
本
章
の
『
集
注
』
を
指
す
。

（
二
）
此
の
段
…
本
づ
き
―
「
横
渠
」
は
、
張
載
。
『
宋
史
』
巻
四
二
七
、
『
学
案
』
巻
一
七
、
『
資
料
索
引
』
第
二
二
九
七
頁
を

参
照
。
「
呂
與
叔
」
は
、
呂
大
臨
。
『
宋
史
』
巻
三
四
〇
、
『
学
案
』
巻
三
一
、
『
資
料
索
引
』
第
一
一
九
〇
頁
を
参
照
。
『
論

語
精
義
』
当
該
章
に
、
「
張
曰
、
上
達
反
天
理
、
下
達
徇
人
欲
者
與
。
…
…
呂
曰
、
君
子
日
進
乎
高
明
、
小
人
日
究
乎
汚

下
。
」
（
『
朱
子
全
書
』
第
七
冊
・
第
四
九
五
頁
）
と
あ
る
。
張
載
の
語
は
、
も
と
『
正
蒙
』
誠
明
篇
、
ま
た
『
近
思
録
』
為

学
篇
に
見
え
る
。
呂
大
臨
の
語
は
、
い
ま
『
藍
田
呂
氏
遺
著
輯
校
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
三
年
一
一
月
、
第
四
五
八
頁
）
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に
も
収
め
ら
れ
る
。

（
三
）
喫
し
過
ぎ
ず
―
こ
ら
え
き
れ
な
い
、
た
え
ら
れ
な
い
。
『
語
類
』
巻
五
八
・
一
条
に
「
若
是
以
下
等
人
處
此
、
定
是
喫
不

過
。
非
獨
以
下
人
、
雖
平
日
極
知
當
孝
其
親
者
、
到
父
母
以
此
施
於
己
、
此
心
亦
喫
不
過
、
定
是
動
了
。
」
（
第
四
冊
・
第
一

三
五
七
頁
）
と
あ
る
。

（
四
）
僩
―
「
僩
」
は
、
沈
僩
。
［
憲
２
・

／
四
四
・
一
六
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
三
）
を
参
照
）
。

14

［
憲

（

）
・
３
／
四
四
・
六
八
］

17

24

本

文

問
、
君
子
上
達
、
小
人
下
達
。
曰
、
伊
川
之
說
爲
至
、
其
次
則
呂
氏
得
之
。
達
、
只
是
透
向
上
去
。
君
子
只
管
進
向
上
、
小

（
一
）

（
二
）

人
只
管
向
下
。
橫
渠
說
亦
是
。
尹
氏
之
所
謂
達
、
却
只
是
說
得
君
子
喩
於
義
之
意
、
却
只
是
喩
曉
之
義
。
楊
氏
之
說
舜
跖
、

（
三
）

（
四
）

却
是
伊
川
之
意
。
謝
氏
之
說
大
段
遠
了
、
不
干
事
。
范
氏
之
說
、
初
是
喩
於
義
利
、
次
是
達
於
上
下
、
其
末
愈
上
愈
下
、
却

有
伊
川
之
意
。
大
抵
范
氏
說
多
如
此
、
其
人
最
好
編
類
文
字
、
觀
書
多
匆
遽
、
不
仔
細
。
好
學
而
首
章
、
說
得
亂
董
董
地
、

（
五
）

（
六
）

覺
得
他
理
會
這
物
事
不
下
。
大
抵
范
氏
爲
人
宏
博
純
粹
、
却
不
會
研
窮
透
徹
。
如
唐
鑑
、
只
是
大
體
好
、
不
甚
精
密
、
議
論

（
七
）

之
間
、
多
有
說
那
人
不
盡
。
如
孫
之
翰
唐
論
雖
淺
、
到
理
會
一
事
、
直
窮
到
底
、
敎
他
更
無
轉
側
處
。
【
㽦
】

（
八
）
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校

勘

（
一
）
伊
川
之
說
―
「
伊
川
之
說
」
は
、
楠
本
本
は
「
伊
川
君
子
爲
善
、
只
有
上
達
、
小
人
爲
不
善
、
只
有
下
達
之
說
」
（
句
読

点
は
訳
注
者
が
附
し
た
）
に
作
る
。

（
二
）
呂
氏
得
之
―
「
呂
氏
得
之
」
は
、
楠
本
本
は
「
呂
氏
君
子
日
進
乎
、
高
明
小
人
日
究
乎
、
汚
下
之
說
亦
得
之
」
（
句
読
点

は
訳
注
者
が
附
し
た
）
に
作
る
。

（
三
）
橫
渠
說
亦
是
―
「
橫
渠
說
亦
是
」
は
、
楠
本
本
、
「
橫
渠
說
、
上
達
反
天
理
、
下
達
徇
人
欲
者
歟
亦
是
」
（
句
読
点
は
訳
注

者
が
附
し
た
）
に
作
る
。

（
四
）
所
―
「
所
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
五
）
仔
―
「
仔
」
は
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
は
「
子
」
に
作
る
。

（
六
）
好
―
「
好
」
は
、
楠
本
本
は
「
如
」
に
作
る
。

（
七
）
宏
―
「
宏
」
は
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
弘
」
に
作
る
。

（
八
）
教
―
「
教
」
は
、
楠
本
本
は
「
交
」
に
作
る
。

訓

読

「
君
子
は
上
達
し
、
小
人
は
下
達
す
」
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
伊
川
の
説
を
至
れ
り
と
爲
し
、
其
の
次
は
則
ち
呂
氏

之
れ
を

（
一
）

（
二
）

得
。
「
達
」
と
は
、
只
是
だ
透
し
て
上
に
向
か
ひ
去
く
の
み
。
君
子
は
只
管
ら
進
み
て
上
に
向
か
ひ
、
小
人
は
只
管
ら
下
に

ひ

た

す

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）
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向
か
ふ
。
橫
渠
の
說
も
亦
た
是
れ
な
り
。
尹
氏
の
所
謂
「
達
」
と
は
、
却
つ
て
只
是
だ
「
君
子
は
義
に
喩
る
」
の
意
を
說
き

（
三
）

（
四
）

（
五
）

得
る
の
み
に
し
て
、
却
つ
て
只
だ
是
れ
喩
曉
の
義
な
る
の
み
。
楊
氏
の
舜
跖
を
說
く
は
、
却
つ
て
是
れ
伊
川
の
意
な
り
。

（
六
）

謝
氏
の
說
は
大
段
遠
き
に
了
は
り
て
、
事
に
干
は
ら
ず
。
范
氏
の
說
は
、
初
め
は
是
れ
義
利
に
喩
り
、
次
は
是
れ
上
下
に
達

（
七
）

（
八
）

し
、
其
の
末
は
愈
い
よ
上
り
愈
い
よ
下
り
、
却
つ
て
伊
川
の
意
有
り
。
大
抵
ね
范
氏
の
說

多
く
は
此
の
如
く
、
其
の
人

最

お

ほ

む

も
文
字
を
編
類
す
る
を
好
み
、
書
を
觀
る
に
多
く
は
匆
遽
に
し
て
、
仔
細
な
ら
ず
。
學
而
の
首
章
を
好
み
、
說
き
得
て
亂
れ

（
九
）

て
董
董
地
た
り
、
他
の
這
の
物
事
を
理
會
し
下
さ
ざ
る
を
覺
得
ゆ
。
大
抵
ね
范
氏
の
人
と
爲
り
は
宏
博
純
粹
な
る
も
、
却
つ

て
研
窮
透
徹
す
る
會
か
ら
ず
。
唐
鑑
の
如
き
は
、
只
是
だ
大
體
好
き
の
み
に
し
て
、
甚
だ
し
く
は
精
密
な
ら
ず
、
議
論
の
間
、

（
一
〇
）

多
く
那
の
人
の
說
き
て
盡
く
さ
ざ
る
有
り
。
孫
之
翰
の
唐
論
の
如
き
は
淺
し
と
雖
も
、
一
事
を
理
會
し
、
直
ち
に
到
底
を
窮

（
一
一
）

む
る
に
到
り
、
他
を
し
て
更
に
轉
側
す
る
處
無
か
ら
し
む
、
と
。
【
㽦
】

（
一
二
）

口
語
訳

「
君
子
は
上
達
し
、
小
人
は
下
達
す
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

朱
熹
は
言
っ
た
、
「
程
頤
（
伊
川
）
の
説
が
最
善
で
、
次
い
で
呂
大
臨
が
当
を
得
て
い
る
。
「
達
」
と
は
、
た
だ
徹
底
し

て
高
み
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
君
子
は
ひ
た
す
ら
励
ん
で
高
み
に
向
か
い
、
小
人
は
ひ
た
す
ら
低
き
に
流

れ
る
。
張
載
（
横
渠
）
の
説
も
ま
た
こ
れ
で
あ
る
。
尹
焞
の
い
う
「
達
」
と
は
、
か
え
っ
て
「
君
子
は
義
に
喩
る
」
の
意
を
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い
う
の
み
で
、
た
だ
の
〝
さ
と
る
〟
の
意
で
あ
る
。
楊
時
は
舜
や
跖
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
え
っ
て
程
頤

（
伊
川
）
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
謝
良
佐
の
説
は
、
大
い
に
原
文
か
ら
遠
ざ
か
り
、
か
か
わ
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
范
祖
禹
の
説
は
、
冒
頭
は
「
（
君
子
は
）
義
（
に
喩
り
、
小
人
は
）
利
に
喩
る
」
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
続
い
て

上
下
に
達
す
る
こ
と
を
い
い
、
そ
の
末
尾
で
は
（
君
子
は
）
い
よ
い
よ
上
り
、
（
小
人
は
）
い
よ
い
よ
下
る
と
い
う
が
、
こ

れ
も
か
え
っ
て
程
頤
（
伊
川
）
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
だ
い
た
い
范
祖
禹
の
説
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
多
く
、

と
り
わ
け
文
章
を
ま
と
め
る
こ
と
を
好
ん
で
、
し
ば
し
ば
書
物
を
読
む
こ
と
が
い
い
か
げ
ん
で
緻
密
で
な
い
。
『
論
語
』
学

而
篇
の
冒
頭
章
も
好
ん
だ
が
、
そ
の
説
き
ぶ
り
は
乱
雑
で
、
彼
は
こ
の
章
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も

范
祖
禹
の
人
と
な
り
は
博
識
か
つ
純
朴
で
、
徹
底
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
著
『
唐
鑑
』
な
ど
も
、
あ

ら
ま
し
は
よ
い
が
、
さ
ほ
ど
精
密
で
な
く
、
そ
こ
で
の
議
論
に
は
、
説
き
尽
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
多
い
。
孫
甫
（
之
翰
）

の
『
唐
史
論
断
』
な
ど
は
、
浅
薄
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
る
事
柄
を
取
り
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
徹
底
的
に
究
明
し
て
、

ま
る
で
ぶ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
」
、
と
。
【
黄
㽦
録
】

注（
一
）
伊
川
の
…
と
爲
し
―
「
伊
川
」
は
、
程
頤
。
「
伊
川
之
說
」
は
、
『
論
語
精
義
』
当
該
章
に
、
「
伊
川
曰
、
君
子
爲
善
、
只

有
上
達
。
小
人
爲
不
善
、
只
有
下
達
。
」
と
あ
る
。
も
と
『
二
程
外
書
』
巻
二
に
見
え
る
。

（
二
）
其
の
次
…
れ
を
得
―
「
呂
氏
」
は
、
呂
大
臨
。
［
憲

（

）
・

／
四
四
・
六
七
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参

17

24

2
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照
）
。
『
論
語
精
義
』
当
該
章
に
載
せ
る
呂
大
臨
の
語
を
指
す
。
同
条
同
注
を
参
照
。

（
三
）
橫
渠
の
…
是
な
り
―
「
横
渠
」
は
、
張
載
。
［
憲

（

）
・

／
四
四
・
六
七
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参

17

24

2

照
）
。
「
橫
渠
之
說
」
は
、
『
論
語
精
義
』
当
該
章
な
ど
に
載
せ
る
張
載
の
語
を
指
す
。
同
条
同
注
を
参
照
。

（
四
）
尹
氏
の
…
達
」
と
は
―
「
尹
氏
」
は
、
尹
焞
（
一
〇
七
一
～
一
一
四
二
）
。
河
南
洛
陽
（
河
南
省
）
の
人
。
程
頤
晩
年
の

高
弟
で
、
和
靖
先
生
と
号
し
た
。
『
宋
史
』
巻
四
二
八
、
『
学
案
』
巻
二
七
、
『
資
料
索
引
』
第
九
四
頁
を
参
照
。
『
論
語
精

義
』
当
該
章
に
、
「
尹
曰
、
達
者
、
達
盡
事
理
之
謂
。
」
と
あ
る
の
を
指
す
。

（
五
）
却
て
只
…
に
し
て
―
「
君
子
喩
於
義
」
は
、
『
論
語
』
里
仁
篇
第
一
六
章
に
「
子
曰
、
君
子
喩
於
義
、
小
人
喩
於
利
。
」
と

あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

（
六
）
楊
氏
の
…
說
く
は
―
「
楊
氏
」
は
、
楊
時
。
［
憲
４
（
６
）
・
３
／
四
四
・
二
六
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
三
）
を
参

照
）
。
『
論
語
精
義
』
当
該
章
に
、
「
楊
曰
、
君
子
小
人
之
分
、
善
利
而
已
。
孜
孜
爲
善
則
爲
舜
、
非
上
達
歟
。
孜
孜
爲
利
、

至
於
爲
跖
、
非
下
達
歟
。
」
と
あ
る
の
を
指
す
。

（
七
）
謝
氏
の
…
は
ら
ず
―
「
謝
氏
」
は
、
謝
良
佐
。
［
憲
４
（
６
）
・
３
／
四
四
・
二
六
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参

照
）
。
「
謝
氏
之
說
」
は
、
『
論
語
精
義
』
当
該
章
に
、
「
大
受
小
知
之
別
也
。
以
孟
子
出
晝
與
孔
子
去
鲁
之
事
、
攷
衆
人
之
論
、

其
相
去
遠
矣
。
葢
事
盡
然
。
」
と
あ
る
の
を
指
す
。
「
事
に
干
は
ら
ず
」
は
、
関
係
な
い
、
関
わ
り
が
な
い
。
『
語
類
』
巻
一

二
一
・
五
三
条
に
「
有
言
貧
困
不
得
專
意
問
學
者
。
曰
、
不
干
事
。
」
（
第
八
冊
・
第
二
九
三
三
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
同
巻
一

二
〇
・
五
七
条
に
「
世
之
志
利
欲
與
志
理
義
之
人
、
自
是
不
干
事
。
」
（
第
七
冊
・
第
二
九
〇
〇
頁
）
と
あ
る
。
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（
八
）
范
氏
の
…
意
有
り
―
「
范
氏
」
は
、
范
祖
禹
。
［
憲
３
（
５
）
・
１
／
四
四
・
二
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
一
）
を
参

照
）
。
「
范
氏
之
說
」
は
、
『
論
語
精
義
』
当
該
章
に
、
「
君
子
喩
於
義
、
小
人
喩
於
利
。
道
德
仁
義
高
明
之
事
、
君
子
所
達
也
。

勢
利
可
鄙
下
賤
之
事
、
小
人
所
達
也
。
上
達
入
於
上
智
、
下
達
入
於
下
愚
。
君
子
愈
上
、
小
人
愈
下
。
學
問
之
道
、
所
以
爲

上
達
也
。
」
と
あ
る
。

（
九
）
學
而
の
…
地
た
り
―
「
學
而
之
首
章
」
は
、
こ
こ
で
は
范
祖
禹
の
『
論
語
』
学
而
篇
冒
頭
章
の
解
釈
を
指
す
。
『
論
語
精

義
』
に
、
「
范
曰
、
學
先
王
之
道
、
將
以
行
之
也
。
學
而
習
之
、
知
所
以
修
身
、
知
所
以
治
人
、
則
說
矣
。
習
之
言
試
也
、

易
重
險
之
卦
曰
習
坎
、
水
之
于
險
也
。
必
洊
至
而
不
已
、
然
后
能
乘
險
而
流
焉
、
君
子
於
難
事
也
亦
然
。
故
其
象
曰
、
常
德

行
、
習
教
事
。
夫
必
有
常
也
、
而
後
能
立
。
孔
子
習
周
公
者
也
、
顔
淵
習
孔
子
者
也
、
人
君
習
堯
舜
、
是
亦
堯
舜
而
已
矣
。

子
曰
、
性
相
近
也
、
習
相
遠
也
。
伊
尹
曰
、
習
與
性
成
。
學
者
之
習
、
所
以
反
其
性
也
。
習
之
而
串
、
則
與
性
一
矣
。
易
曰
、

兌
、
說
也
。
而
兌
之
象
以
朋
友
講
習
。
朋
友
講
習
、
所
以
求
道
、
故
可
說
之
。
善
莫
善
於
講
習
、
不
亦
說
者
、
比
於
說
矣
、

猶
未
正
夫
說
也
。
學
而
知
之
者
、
次
也
、
所
以
求
爲
聖
人
、
及
其
成
功
、
則
無
習
、
無
習
、
則
亦
無
說
矣
。
孟
子
曰
、
一
郷

之
善
士
、
斯
友
一
郷
之
善
士
、
一
国
之
善
士
、
斯
友
一
国
之
善
士
、
天
下
之
善
士
、
斯
友
天
下
之
善
士
。
才
小
者
所
友
近
、

才
大
者
所
友
遠
。
君
子
之
學
、
有
同
道
者
自
遠
而
来
、
則
亦
可
以
樂
矣
。
夫
說
自
外
至
、
樂
由
中
出
、
故
好
之
者
不
如
樂
之

者
。
習
在
已
、
而
有
得
於
外
。
朋
友
在
人
、
而
有
得
於
内
。
君
子
之
道
求
爲
可
充
也
、
能
如
此
者
、
其
惟
好
學
者
乎
。
在
孔

子
則
弟
子
自
遠
而
至
是
也
。
君
子
不
病
人
之
不
己
知
、
小
人
唯
恐
人
之
不
知
也
。
潛
龍
之
德
、
不
見
是
而
無
悶
、
君
子
依
乎

中
庸
、
不
見
知
而
不
悔
、
惟
聖
者
能
之
、
此
皆
藏
其
德
而
修
身
者
也
。
人
莫
得
而
知
之
、
是
以
道
不
行
、
時
不
遇
、
獨
立
乎
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世
、
未
嘗
有
悶
、
毙
而
後
已
、
亦
無
悔
焉
。
下
焉
者
、
爲
善
而
必
蕲
乎
人
知
、
有
諸
内
必
形
諸
外
、
未
有
不
知
者
也
。
不
知

而
慍
、
則
不
知
於
命
、
無
以
爲
君
子
。
故
人
不
知
而
不
慍
、
斯
可
以
爲
君
子
矣
。
」
と
あ
る
。
「
亂
董
董
地
」
は
、
乱
雑
で
秩

序
が
な
い
さ
ま
。
『
語
類
』
巻
六
七
・
一
二
七
条
に
「
六
十
四
卦
、
只
是
上
經
說
得
齊
整
、
下
經
便
亂
董
董
地
」
（
第
五
冊
・

第
一
六
七
二
頁
）
な
ど
と
あ
る
。

（
一
〇
）
唐
鑑
の
如
き
は
―
「
唐
鑑
」
は
、
范
祖
禹
『
唐
鑑
』
。
唐
王
朝
の
治
乱
興
廃
に
つ
い
て
、
『
資
治
通
鑑
』
の
記
事
を
掲
げ

つ
つ
、
范
祖
禹
自
身
の
評
語
、
論
断
を
付
け
加
え
た
書
。
『
唐
鑑
』
に
つ
い
て
は
、
『
語
類
』
巻
一
三
九
・
六
六
条
に
「
如

唐
鑑
雖
是
好
文
字
、
然
多
照
管
不
及
、
評
論
總
意
不
盡
。
」
（
第
八
冊
・
第
三
三
一
二
頁
）
な
ど
と
あ
る
。

（
一
一
）
孫
之
翰
…
と
雖
も
―
「
孫
之
翰
」
は
、
孫
甫
（
九
九
一
～
一
〇
五
七
）
。
「
之
翰
」
は
字
。
許
州
陽
翟
県
（
河
南
省
）

の
人
。
『
宋
史
』
巻
二
九
五
、
『
学
案
補
遺
』
巻
二
、
『
資
料
索
引
』
第
一
八
八
四
頁
を
参
照
。
「
唐
論
」
は
、
『
唐
史
論
断
』

を
指
す
。
『
旧
唐
書
』
の
不
備
を
補
う
べ
く
著
さ
れ
た
『
唐
史
紀
』
七
五
巻
の
論
断
部
分
。
い
ま
『
唐
史
紀
』
は
逸
し
、
そ

の
論
断
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『
唐
史
論
断
』
に
つ
い
て
は
、
『
語
類
』
巻
一
三
四
・
四
七
条
に
「
孫
之
翰
唐
論
精
練
、

說
利
害
如
身
處
親
歴
之
、
但
理
不
及
唐
鑑
耳
。
」
（
第
八
冊
・
第
三
二
〇
八
頁
）
な
ど
と
あ
る
。

（
一
二
）
㽦
…
「
㽦
」
は
、
黄
㽦
（
一
一
四
七
～
一
二
一
二
）
。
隆
興
府
分
寧
県
（
江
西
省
）
の
人
。
「
語
録
姓
氏
」
は
、
一
一
八

八
年
の
所
聞
と
す
る
。
『
宋
史
』
巻
四
二
三
、
『
学
案
』
巻
六
九
、
『
資
料
索
引
』
第
二
八
六
九
頁
、
『
年
攷
』
第
一
〇
九
頁
、

『
門
人
』
第
二
六
二
頁
、
『
書
院
』
第
一
二
二
頁
を
参
照
。



- 142 -

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

［
憲

（

）
］
古
之
學
者
爲
己
章

18

25

子
曰
、
古
之
學
者
爲
己
、
今
之
學
者
爲
人
。
【
爲
、
去
聲
。
〇
程
子
曰
、
爲
己
、
欲
得
之
於
己
也
。
爲
人
、
欲
見
知
於
人
也
。
〇

程
子
曰
、
古
之
學
者
爲
己
、
其
終
至
於
成
物
。
今
之
學
者
爲
人
、
其
終
至
於
喪
己
。
愚
按
、
聖
賢
論
學
者
用
心
得
失
之
際
、
其
說

多
矣
。
然
未
有
如
此
言
之
切
而
要
者
。
於
此
明
辨
而
日
省
之
、
則
庶
乎
其
不
昧
於
所
從
矣
。
】

［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
六
九
］

18

25

本

文

立
之
問
、
古
之
學
者
爲
己
、
今
之
學
者
爲
人
。
曰
、
此
只
是
初
間
用
心
分
毫
之
差
耳
。
所
謂
上
達
、
下
達
者
、
亦
只
是
自
此

（
一
）

分
耳
。
下
達
者
、
只
因
這
分
毫
有
差
、
便
一
日
昏
蔽
似
一
日
。
如
人
入
爛
泥
中
行
相
似
、
只
見
一
步
深
似
一
歩
、
便
渾
身
陷

（
二
）

（
三
）

没
、
不
能
得
出
也
。
君
子
之
學
既
無
所
差
、
則
工
夫
日
進
、
日
見
高
明
、
便
一
日
高
似
一
日
也
。
因
言
秦
檜
之
事
云
云
、
其

（
四
）

所
以
與
張
魏
公
有
隙
之
由
、
乃
因
魏
公
不
薦
他
作
宰
相
、
而
薦
趙
丞
相
。
故
後
面
生
許
多
怨
惡
、
蓋
皆
始
於
此
耳
。
【
時

擧
】

校

勘
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（
一
）
毫
―
「
毫
」
は
、
正
中
書
局
本
は
「
豪
」
に
作
る
。

（
二
）
這
―
「
這
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
三
）
毫
―
「
毫
」
は
、
正
中
書
局
本
は
「
豪
」
に
作
る
。

（
四
）
之
事
云
云
其
―
「
之
事
云
云
其
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

訓

読

立
之
「
古
の
學
者
は
己
の
爲
に
し
、
今
の
學
者
は
人
の
爲
に
す
」
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
此
れ
只
是
だ
初
間
に
心
を
用
ふ
る
こ

（
一
）

た

は

じ

め

と
分
毫
の
差
あ
る
の
み
。
所
謂
「
上
達
」
、
「
下
達
」
と
は
、
亦
た
只
是
だ
此
れ
自
り
分
か
る
る
の
み
。
「
下
達
」
と
は
、
只

（
二
）

だ
這
の
分
毫
に
差
有
る
の
み
に
因
り
て
、
便
ち
一
日

一
日
似
り
も
昏
蔽
す
。
人
の
爛
泥
の
中
に
入
り
て
行
く
が
如
く
相
似

よ

た
り
、
只
だ
一
歩

一
歩
似
り
深
き
に
し
て
、
便
ち
渾
身

陷
没
し
て
、
出
づ
る
を
得
る
能
は
ざ
る
を
見
る
の
み
な
り
。
君
子

の
學

既
に
差
ふ
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
工
夫

日
び
進
み
、
日
び
高
明
を
見
る
に
、
便
ち
一
日

一
日
似
り
高
き
な
り
、
と
。

因
り
て
秦
檜
の
事
を
言
ひ
て
云
云
、
其
の
張
魏
公
と
隙
有
る
所
以
の
由
は
、
乃
ち
魏
公

他
を
薦
め
て
宰
相
と
作
さ
ず
し
て
、

（
三
）

（
四
）

趙
丞
相
を
薦
む
る
に
因
る
。
故
に
後
面

許
多
の
怨
惡
を
生
ず
。
蓋
し
皆
な
此
よ
り
始
ま
る
の
み
、
と
。
【
時
擧
】

（
五
）

（
六
）

口
語
訳

潘
植
（
立
之
）
が
、
「
古
の
学
者
は
己
の
為
に
し
、
今
の
学
者
は
人
の
為
に
す
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
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朱
熹
が
言
っ
た
、
「
こ
れ
ら
両
者
に
は
、
は
じ
め
に
、
心
の
用
い
方
に
わ
ず
か
な
違
い
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
「
上
達
」
、

「
下
達
」
と
い
う
の
も
、
ま
た
こ
こ
が
分
か
れ
目
で
あ
る
。
「
下
達
」
と
は
、
た
だ
こ
の
わ
ず
か
な
違
い
が
あ
る
の
み
で
、

か
く
し
て
日
々
く
ら
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
ぬ
か
る
み
の
中
を
行
く
よ
う
に
、
た
だ
一
歩
一
歩
深
み
に
は
ま
っ

て
、
た
ち
ま
ち
全
身
が
沈
ん
で
い
っ
て
、
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
君
子
の
学
に
は
も
と
よ
り
間
違
い
が
な
く
、

工
夫
は
日
々
進
み
、
見
識
は
日
々
高
ま
り
、
日
々
高
き
に
向
か
う
で
あ
る
。
」

そ
こ
で
朱
熹
は
、
秦
檜
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
言
っ
た
。
「
張
浚
（
魏
公
）
と
の
不
和
の
原
因
は
、
彼
が
秦
檜
を
推
薦
し

て
宰
相
と
な
さ
ず
、
趙
鼎
を
推
薦
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
の
ち
に
多
く
の
怨
恨
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
み
な
こ
こ
か

ら
始
ま
っ
た
の
だ
。
」
、
と
。
【
潘
時
挙
録
】

注（
一
）
立
之
「
古
…
を
問
ふ
―
「
立
之
」
は
、
潘
植
の
字
。
［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
四
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）

11

14

を
参
照
）
。

（
二
）
所
謂
「
上
…
達
」
と
は
―
「
上
達
」
、
「
下
達
」
は
、
『
論
語
』
憲
問
篇
第
二
四
章
に
「
子
曰
、
君
子
上
達
、
小
人
下

達
。
」
と
あ
る
。

（
三
）
因
り
て
…
て
云
云
―
「
秦
檜
」
（
一
〇
九
〇
～
一
一
五
五
）
は
、
対
金
政
策
に
か
ん
し
て
和
議
を
唱
え
た
宰
相
。
主
戦
派

と
対
立
し
た
。
『
宋
史
』
巻
四
七
三
、
『
学
案
』
巻
九
六
、
『
資
料
索
引
』
第
一
八
六
九
頁
を
参
照
。
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（
四
）
其
の
張
…
の
由
は
―
「
張
魏
公
」
は
、
張
浚
（
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
）
。
対
金
政
策
に
お
い
て
主
戦
の
立
場
を
貫
き
、

秦
檜
と
対
立
し
た
。
『
宋
史
』
巻
三
六
一
、
『
学
案
補
遺
』
巻
四
四
、
『
資
料
索
引
』
第
二
二
六
二
頁
を
参
照
。

（
五
）
趙
丞
相
…
に
因
る
―
「
趙
丞
相
」
は
、
趙
鼎
（
一
〇
八
五
～
一
一
四
七
）
。
『
宋
史
』
巻
三
六
〇
、
『
学
案
』
巻
四
四
、
『
資

料
索
引
』
第
三
三
五
五
頁
を
参
照
。
張
浚
と
同
じ
く
主
戦
を
と
な
え
、
秦
檜
と
対
立
し
た
。
以
上
、
秦
檜
、
張
浚
、
趙
鼎
等

に
対
す
る
朱
熹
の
評
価
は
、
『
語
類
』
巻
一
三
一
所
収
の
一
連
の
議
論
を
参
照
。

（
六
）
時
擧
―
「
時
擧
」
は
、
潘
時
挙
。
［
憲
６
（
８
）
・
１
／
四
四
・
二
九
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参
照
）
。

［
憲

（

）
・
２
／
四
四
・
七
〇
］

18

25

本

文

問
、
伊
川
云
、
爲
己
、
欲
得
之
於
己
也
。
爲
人
、
欲
見
知
於
人
也
。
後
又
云
、
古
之
學
者
爲
己
、
其
終
至
於
成
物
。
今
之
學

者
爲
人
、
其
終
至
於
喪
己
。
兩
說
不
同
、
何
也
。
曰
、
此
兩
段
意
思
自
別
、
前
段
是
低
底
爲
人
、
後
段
是
好
底
爲
人
。
前
爲

（
一
）

人
、
只
是
欲
見
知
於
人
而
已
。
後
爲
人
、
却
是
真
箇
要
爲
人
。
然
不
曾
先
去
自
家
身
己
上
做
得
工
夫
、
非
唯
是
爲
那
人
不
得
、

末
後
和
己
也
喪
了
。
【
雉
】

校

勘
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四
）

（
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・
中
嶋
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（
一
）
意
思
―
「
意
思
」
は
、
和
刻
本
は
「
思
意
」
に
作
る
。

訓

読
問
ふ
、
伊
川
「
己
の
爲
に
す
」
と
は
、
之
を
己
に
得
ん
と
欲
す
る
な
り
。
「
人
の
爲
に
す
」
と
は
、
人
に
知
ら
れ
ん
と
欲

（
一
）

す
る
な
り
、
と
云
ふ
。
後
に
又
た
「
古
の
學
者
は
己
の
爲
に
す
」
は
、
其
の
終
は
り
は
物
を
成
す
に
至
る
。
「
今
の
學
者
は

（
二
）

人
の
爲
に
す
」
は
、
其
の
終
は
り
は
己
を
喪
ふ
に
至
る
、
と
云
ふ
。
兩
說
同
じ
か
ら
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
、
と
。
曰
は
く
、
此

の
兩
段
の
意
思

自
づ
か
ら
別
な
り
、
前
段
は
是
れ
低
き
底
「
人
の
爲
に
す
」
、
後
段
は
是
れ
好
き
底
「
人
の
爲
に
す
」
。
前

の

の

の
「
人
の
爲
に
す
」
は
、
只
是
だ
人
に
知
ら
れ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
後
の
「
人
の
爲
に
す
」
は
、
却
つ
て
是
れ
眞
箇
に
「
人

ま

こ

と

の
爲
に
す
」
を
要
む
。
然
れ
ど
も
曾
て
先
に
自
家
の
身
己
上
に
去
き
て
工
夫
を
做
し
得
ざ
れ
ば
、
唯
是
だ
に
那
の
人
の
爲
に

た

す
る
を
得
ざ
る
の
み
に
非
ず
、
末
後
に
己
和
ら
也
た
喪
ひ
了
は
る
、
と
。
【
雉
】

す

（
三
）

口
語
訳

質
問
し
た
、
「
程
頤
（
伊
川
）
は
「
「
己
の
為
に
す
」
と
は
、
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
人
の
為
に

す
」
と
は
、
人
に
知
ら
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
い
、
そ
の
後
ま
た
「
古
の
学
者
は
己
の
為
に
す
」
で
あ
れ
ば
、

最
終
的
に
他
者
を
感
化
さ
せ
ら
れ
、
「
今
の
学
者
は
人
の
為
に
す
」
で
あ
れ
ば
、
最
終
的
に
は
自
分
を
見
失
う
ま
で
に
至

る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
説
が
同
じ
で
な
い
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
」
、
と
。

朱
熹
が
言
っ
た
、
「
こ
れ
ら
両
句
の
考
え
方
は
、
自
ず
と
異
な
る
も
の
だ
。
前
者
は
低
俗
な
「
人
の
為
に
す
」
、
後
者
は
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好
ま
し
い
「
人
の
為
に
す
」
で
あ
る
。
前
者
の
「
人
の
為
に
す
」
は
、
た
だ
人
に
知
ら
れ
よ
う
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
後
者

の
「
人
の
為
に
す
」
は
、
か
え
っ
て
本
当
に
「
人
の
為
に
す
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
ま
ず
は
自
身
に
対

し
て
工
夫
を
な
し
え
な
け
れ
ば
、
相
手
の
為
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
分
さ
え
も
見
失
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」
、
と
。
【
呉
雉
録
】

注（
一
）
伊
川
「
「
己
…
と
云
ふ
―
「
伊
川
」
云
々
は
、
本
章
の
『
集
注
』
に
見
え
る
。
ま
た
『
論
語
精
義
』
に
「
伊
川
解
曰
、

爲
己
、
欲
得
之
於
己
也
。
爲
人
、
欲
見
知
於
人
也
。
」
と
あ
る
ほ
か
、
『
近
思
録
』
為
学
篇
に
も
見
え
る
。

（
二
）
後
に
又
…
と
云
ふ
―
「
後
又
」
云
々
は
、
本
章
の
『
集
注
』
に
見
え
る
。
も
と
『
程
氏
遺
書
』
巻
二
五
に
あ
る
ほ
か
、

『
近
思
録
』
為
学
篇
に
も
見
え
る
。

（
三
）
雉
―
「
雉
」
は
、
呉
雉
。
［
憲

（

）
・
２
／
四
四
・
六
二
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
三
）
を
参
照
）
。

15

22

［
憲

（

）
］
蘧
伯
玉
使
人
於
孔
子
章

19

26

蘧
伯
玉
使
人
於
孔
子
。
【
使
、
去
聲
、
下
同
。
蘧
伯
玉
、
衛
大
夫
、
名
瑗
。
孔
子
居
衛
、
嘗
主
於
其
家
。
既
而
反
魯
、
故
伯
玉
使

人
來
也
。
】
孔
子
與
之
坐
而
問
焉
、
曰
、
夫
子
何
爲
。
對
曰
、
夫
子
欲
寡
其
過
而
未
能
也
。
使
者
出
。
子
曰
、
使
乎
、
使
乎
。
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巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

【
與
之
坐
、
敬
其
主
以
及
其
使
也
。
夫
子
、
指
伯
玉
也
。
言
其
但
欲
寡
過
而
猶
未
能
、
則
其
省
身
克
己
、
常
若
不
及
之
意
可
見
矣
。

使
者
之
言
愈
自
卑
約
、
而
其
主
之
賢
益
彰
、
亦
可
謂
深
知
君
子
之
心
、
而
善
於
辭
令
者
矣
。
故
夫
子
再
言
使
乎
以
重
美
之
。
按
莊

周
稱
、
伯
玉
行
年
五
十
而
知
四
十
九
年
之
非
。
又
曰
、
伯
玉
行
年
六
十
而
六
十
化
。
蓋
其
進
德
之
功
、
老
而
不
倦
。
是
以
踐
履
篤

實
、
光
輝
宣
著
。
不
惟
使
者
知
之
、
而
夫
子
亦
信
之
也
。
】

［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
七
一
］

19

26

本

文

問
、
莊
子
說
、
蘧
伯
玉
行
年
五
十
、
而
知
四
十
九
年
之
非
。
此
句
固
好
。
又
云
、
行
年
六
十
而
六
十
化
、
化
是
如
何
。
曰
、

謂
舊
事
都
消
忘
了
。
又
曰
、
此
句
亦
說
得
不
切
實
。
伯
玉
却
是
箇
向
裏
做
工
夫
人
、
莊
子
之
說
、
自
有
過
當
處
。
【
廣
】

訓

読

問
ふ
、
莊
子
「
蘧
伯
玉

行
年
五
十
に
し
て
、
四
十
九
年
の
非
を
知
る
」
と
說
く
。
此
の
句

固
に
好
し
。
又
た
「
行
年
六
十

（
一
）

ま
こ
と

（
二
）

に
し
て
六
十
化
す
」
と
云
ふ
は
、
「
化
す
」
は
是
れ
如
何
、
と
。
曰
は
く
、
舊
事

都
て
消
忘
し
了
は
る
を
謂
ふ
、
と
。
又

曰
は
く
、
此
の
句

亦
た
說
き
得
て
切
實
な
ら
ず
。
伯
玉

却
つ
て
是
れ
箇
の
裏
に
向
ひ
て
工
夫
を
做
す
の
人
な
る
に
、
莊
子

の
說
、
自
づ
か
ら
過
當
の
處
有
り
、
と
。
【
廣
】

（
三
）
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口
語
訳

質
問
し
た
、
「
荘
子
は
「
蘧
伯
玉

行
年
五
十
に
し
て
、
四
十
九
年
の
非
を
知
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。
此
の
句
は
ま
こ

と
に
良
い
も
の
で
す
ね
。
」
ま
た
「
行
年
六
十
に
し
て
六
十
化
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
化
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す

か
。
」
、
と
。

朱
熹
が
言
っ
た
、
「
以
前
の
こ
と
を
す
べ
て
忘
れ
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
」
、
と
。

ま
た
朱
熹
が
言
っ
た
、
「
こ
れ
ら
の
句
は
、
さ
ほ
ど
説
き
方
が
切
実
で
な
い
。
蘧
伯
玉
は
内
面
に
工
夫
を
な
し
た
人
物
で

あ
り
、
荘
子
の
説
に
は
、
尊
大
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
」
、
と
。
【
輔
広
録
】

注（
一
）
莊
子
「
蘧
…
と
說
く
―
『
淮
南
子
』
原
道
訓
に
「
凡
人
中
壽
七
十
歳
、
然
而
趨
舎
指
湊
、
日
以
月
悔
也
、
以
至
於
死
。
故

蘧
伯
玉
年
五
十
、
而
有
四
十
九
年
非
。
」
と
あ
る
。
本
章
の
『
集
注
』
に
も
、
「
莊
周
稱
」
と
し
て
こ
の
句
が
引
か
れ
る
が
、

誤
り
で
あ
る
。

（
二
）
又
た
「
行
…
と
云
ふ
―
『
荘
子
』
則
陽
篇
に
「
蘧
伯
玉
行
年
六
十
而
六
十
化
、
未
嘗
不
始
於
是
之
而
卒
詘
之
以
非
也
、
未

知
今
之
所
謂
是
之
非
五
十
九
非
也
。
」
と
あ
る
。

（
三
）
廣
―
「
廣
」
は
、
輔
広
。
［
憲
２
・

／
四
四
・
二
一
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
四
）
を
参
照
）
。

19
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

［
憲

（

）
・
２
／
四
四
・
七
二
］

19

26

本

文

李
公
晦
問
行
年
六
十
而
六
十
化
。
曰
、
只
是
消
融
了
、
無
固
滯
。
【
蓋
卿
】

（
一
）

（
二
）

校

勘

（
一
）
曰
―
「
曰
」
は
、
楠
本
本
は
「
先
生
云
」
に
作
る
。

（
二
）
無
固
滯
―
「
無
固
滯
」
は
、
楠
本
本
は
「
無
固
滯
」
の
下
に
「
百
神
享
之
如
祈
晴
得
晴
、
祈
雨
得
雨
之
類
」
（
句
読
点
は

訳
注
者
が
附
し
た
）
が
あ
る
。

訓

読

李
公
晦
「
行
年
六
十
に
し
て
六
十
化
す
」
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
只
是
だ
消
融
し
了
は
り
て
、
固
滯
無
き
の
み
、
と
。

（
一
）

（
二
）

【
蓋
卿
】

（
三
）

口
語
訳

李
方
子
（
公
晦
）
が
「
行
年
六
十
に
し
て
六
十
化
す
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
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朱
熹
が
言
っ
た
「
た
だ
（
以
前
の
こ
と
が
）
消
失
し
て
し
ま
っ
て
、
固
執
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
」
、
と
。
【
襲
蓋

卿
録
】

注（
一
）
李
公
晦
…
を
問
ふ
―
「
李
公
晦
」
は
、
李
方
子
（
一
一
六
九
～
一
二
二
六
）
。
「
公
晦
」
は
、
そ
の
字
。
嘉
定
七
年
（
一
二

一
四
）
年
の
進
士
。
邵
武
軍
（
福
建
省
）
の
人
。
「
語
録
姓
氏
」
に
は
、
一
一
八
八
年
以
降
の
所
聞
と
あ
る
。
『
宋
史
』
巻
四

三
〇
、
『
学
案
』
巻
六
九
、
『
資
料
索
引
』
第
九
四
七
頁
、
『
年
攷
』
第
二
〇
七
頁
、
『
門
人
』
第
一
一
三
頁
、
『
書
院
』
第
一

二
一
頁
を
参
照
。
「
行
年
六
…
十
化
す
」
は
、
『
荘
子
』
則
陽
篇
に
見
え
る
。
前
条
［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
七
一
］
条

19

26

に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参
照
）
。

（
二
）
曰
は
く
…
の
み
、
と
―
「
消
融
了
」
は
、
前
条
［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
七
一
］
条
を
踏
ま
え
て
、
「
（
以
前
の
こ
と

19

26

が
）
消
失
し
て
し
ま
っ
て
」
と
訳
出
し
た
。

（
三
）
蓋
卿
―
「
蓋
卿
」
は
、
襲
蓋
卿
。
衡
州
常
寧
県
（
湖
南
省
）
の
人
。
『
学
案
』
巻
六
九
、
『
資
料
索
引
』
第
四
四
九
七
頁
、

『
年
攷
』
第
二
六
〇
頁
、
『
門
人
』
第
三
四
六
頁
を
参
照
。

［
憲

（

）
］
君
子
恥
其
言
過
其
行
章

20

29
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

子
曰
、
君
子
恥
其
言
而
過
其
行
。
【
行
、
去
聲
。
恥
者
、
不
敢
盡
之
意
。
過
者
、
欲
有
餘
之
辭
。
】

［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
七
三
］

（
一
）

20

29

本

文

君
子
恥
其
言
而
過
其
行
。
過
、
猶
行
過
恭
、
喪
過
哀
之
過
、
謂
力
行
也
。
【
潘
叔
恭
。
端
蒙
。
】

校

勘

（
一
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
四
に
は
無
い
。

訓

読

「
君
子

其
の
言
を
恥
ぢ
て
其
の
行
を
過
す
」
。
「
過
」
は
、
猶
ほ
「
行
い
は
恭
し
き
に
過
ぎ
、
喪
は
哀
し
み
に
過
ぐ
」
の
過
、

（
一
）

力
め
て
行
ふ
を
謂
ふ
な
り
。
【
潘
叔
恭
。
端
蒙
】

（
二
）

口
語
訳

「
君
子

其
の
言
を
恥
ぢ
て
其
の
行
を
過
す
」
に
つ
い
て
。
「
過
」
は
、
「
行
ひ
は
恭
し
き
に
過
ぎ
、
喪
は
哀
し
み
に
過

ぐ
」
の
過
で
、
つ
と
め
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
【
潘
友
恭
、
程
端
蒙
録
。
】
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注（
一
）
猶
ほ
「
行
…
の
過
で
―
「
行
過
恭
、
喪
過
哀
」
は
、
『
周
易
』
小
過
・
象
伝
に
「
山
上
有
雷
、
小
過
。
君
子
以
行
過
乎
恭
、

喪
過
乎
哀
、
用
過
乎
儉
。
」
と
あ
る
。

（
二
）
潘
叔
恭
。
端
蒙
―
「
潘
叔
恭
」
は
、
潘
友
恭
。
「
叔
恭
」
は
そ
の
字
。
婺
州
金
華
県
（
浙
江
省
）
の
人
。
『
学
案
』
巻
六
九
、

『
資
料
索
引
』
第
三
六
三
六
頁
、
『
門
人
』
第
三
二
六
頁
、
『
書
院
』
第
八
七
頁
を
参
照
。
「
端
蒙
」
は
、
程
端
蒙
（
一
一

四
三
～
一
一
九
一
）
。
饒
州
徳
興
（
江
西
省
）
の
人
。
「
語
録
姓
氏
」
に
は
、
一
一
七
九
年
以
降
の
所
聞
と
あ
る
。
『
学
案
』

巻
六
九
、
『
資
料
索
引
』
第
三
〇
四
九
頁
、
『
年
攷
』
第
七
三
頁
、
『
門
人
』
第
二
四
五
頁
、
『
書
院
』
第
七
〇
頁
を
参

照
。

［
憲

（

）
］
子
貢
方
人
章

21

31

子
貢
方
人
。
子
曰
、
賜
也
賢
乎
哉
。
夫
我
則
不
暇
。
【
夫
、
音
扶
。
方
、
比
也
。
乎
哉
、
疑
辭
。
比
方
人
物
而
較
其
短
長
、
雖

亦
窮
理
之
事
。
然
專
務
爲
此
、
則
心
馳
於
外
、
而
所
以
自
治
者
疏
矣
。
故
褒
之
而
疑
其
辭
、
復
自
貶
以
深
抑
之
。
謝
氏
曰
、
聖
人

責
人
、
辭
不
迫
切
而
意
已
獨
至
如
此
。
】
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『
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類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
七
四
］

21

31

本

文

賜
也
賢
乎
哉
。
夫
我
則
不
暇
。
學
者
須
思
量
不
暇
箇
甚
麼
、
須
於
自
己
體
察
方
可
見
。
【
友
仁
】

（
一
）

校

勘

（
一
）
賜
也
―
「
賜
也
」
は
、
楠
本
本
は
「
賜
也
」
の
上
に
「
聖
人
說
」
が
あ
る
。

訓

読

「
賜
や
賢
な
る
か
な
。
夫
れ
我
は
則
ち
暇
あ
ら
ず
」
。
學
ぶ
者
は
須
ら
く
「
暇
あ
ら
ず
」
は
箇
の
甚
麼
な
る
か
を
思
量
す
べ

し
、
自
己
に
於
い
て
體
察
す
る
を
須
ち
て
方
め
て
見
る
べ
し
。
【
友
仁
】

（
一
）

口
語
訳

「
賜
や
賢
な
る
か
な
。
夫
れ
我
は
則
ち
暇
あ
ら
ず
」
に
つ
い
て
。
学
ぶ
者
は
「
暇
あ
ら
ず
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
思

案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
身
を
も
っ
て
察
し
て
こ
そ
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
【
友
仁
】

注
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（
一
）
友
仁
―
「
友
仁
」
は
、
郭
友
仁
。
楚
州
山
陽
県
（
江
蘇
省
）
の
人
。
『
学
案
補
遺
』
巻
六
九
、
『
年
攷
』
第
九
〇
頁
、

『
門
人
』
第
二
〇
三
頁
、
『
書
院
』
第
二
一
三
頁
を
参
照
。

［
憲

（

）
］
不
逆
詐
章

22

33

子
曰
、
不
逆
詐
、
不
億
不
信
、
抑
亦
先
覺
者
是
賢
乎
。
【
逆
、
未
至
而
迎
之
也
。
億
、
未
見
而
意
之
也
。
詐
、
謂
人
欺
己
。
不

信
、
謂
人
疑
己
。
抑
、
反
語
辭
。
言
雖
不
逆
不
億
、
而
於
人
之
情
僞
自
然
先
覺
、
乃
爲
賢
也
。
○
楊
氏
曰
、
君
子
一
於
誠
而
已
。

然
未
有
誠
而
不
明
者
。
故
雖
不
逆
詐
不
億
不
信
、
而
常
先
覺
也
。
若
夫
不
逆
不
億
、
而
卒
爲
小
人
所
罔
焉
、
斯
亦
不
足
觀
也

已
。
】

［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
七
五
］

22

33

本

文

問
不
逆
詐
章
。
曰
、
雖
是
不
逆
詐
、
不
億
不
信
、
然
也
須
要
你
能
先
覺
方
是
賢
。
蓋
逆
詐
、
億
不
信
、
是
才
見
那
人
便
逆
度

（
一
）

之
。
先
覺
、
却
是
他
詐
與
不
信
底
情
態
已
露
見
了
、
自
家
這
裏
便
要
先
覺
。
若
是
在
自
家
面
前
詐
與
不
信
、
却
都
不
覺
時
、

（
二
）

自
家
却
在
這
裏
做
什
麼
。
理
會
甚
事
。
便
是
昏
昧
呆
底
相
似
。
此
章
固
是
要
人
不
得
先
去
逆
度
、
亦
是
要
人
自
著
些
精
釆
看
、

方
得
。
又
問
楊
氏
誠
則
明
矣
之
說
。
曰
、
此
說
大
了
、
與
本
文
不
相
干
。
如
待
誠
而
後
明
、
其
爲
覺
也
後
矣
。
蓋
此
章
人
於

日
用
間
便
要
如
此
。
【
燾
】
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語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

校

勘

（
一
）
問
不
逆
詐
章
曰
―
「
問
不
逆
詐
章
曰
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
二
）
在
―
「
在
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

訓

読

「
詐
り
を
逆
へ
ず
」
章
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
「
詐
り
を
逆
へ
ず
、
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
億
ら
ず
」
と
雖
是
も
、
然
れ
ど
も
也
た

お
も
ん
ぱ
か

い

へ

ど

你
の
能
く
「
先
づ
覺
る
」
を
須
要
ち
て
方
め
て
是
れ
賢
た
り
。
蓋
し
詐
り
を
逆
へ
、
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
億
る
は
、
是
れ
才
か

ま

に
那
の
人
を
見
れ
ば
便
ち
之
を
逆
度
す
。
「
先
づ
覺
る
」
は
、
却
是
つ
て
他
の
詐
る
と
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
の
情
態
と
已
に
露
見

し
了
は
れ
ば
、
自
家

這
裏
に
便
ち
先
づ
覺
る
べ
し
。
若
是
し
自
家
の
面
前
に
在
る
も
詐
る
と
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
と
、
却
つ
て

も

都
て
覺
ら
ざ
る
の
時
、
自
家

却
つ
て
這
裏
に
在
り
て
什
麼
を
か
做
さ
ん
。
甚
の
事
を
か
理
會
せ
ん
。
便
是
ち
昏
昧
に
し
て

呆
た
る
底
に
相
似
た
り
。
此
の
章

固
是
よ
り
人
の
先
づ
去
き
て
逆
度
す
る
を
得
ざ
る
を
要
む
る
も
、
亦
是
た
人
の
自
ら
些

も
の

も

と

か
の
精
釆
に
著
き
看
る
を
要
め
て
、
方
め
て
得
、
と
。
又
楊
氏
の
「
誠
な
れ
ば
則
ち
明
ら
か
な
り
」
の
說
を
問
ふ
。
曰
は
く
、

（
一
）

此
の
說

大
に
し
て
了
は
り
、
本
文
と
相
干
は
ら
ず
。
如
し
誠
な
る
を
待
ち
て
、
而
る
後

明
ら
か
な
れ
ば
、
其
の
覺
る
爲
る

や
後
れ
り
。
蓋
し
此
の
章

人
の
日
用
の
間
に
於
い
て
、
便
ち
要
む
る
こ
と
此
の
如
し
、
と
。
【
燾
】

（
二
）
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口
語
訳

「
詐
り
を
逆
え
ず
」
章
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

朱
熹
が
言
っ
た
、
「
（
こ
の
章
は
）
「
詐
り
を
逆
え
ず
、
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
億
ら
ず
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
貴
君
が
「
先

ず
覚
る
」
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
賢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
思
う
に
欺
か
れ
る
こ
と
に
身
構
え
、
信
じ
て
も
ら
え
な
い
こ
と

を
憂
慮
し
て
い
て
は
、
人
を
見
る
や
、
人
を
勘
ぐ
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
先
ず
覚
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち

相
手
が
自
分
の
こ
と
を
欺
き
、
信
じ
な
い
様
子
が
露
呈
し
て
い
れ
ば
、
こ
こ
で
自
ら
覚
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
面
前
で
欺
か

れ
、
信
じ
て
も
ら
え
て
い
な
い
の
に
、
か
え
っ
て
ま
っ
た
く
覚
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
で
自
分
は
何
を
す
る
と
い
う
の

だ
。
ま
た
何
に
取
り
組
む
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
蒙
昧
で
呆
然
と
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
章
は
、

も
ち
ろ
ん
ま
ず
は
人
を
勘
ぐ
っ
た
り
は
し
な
い
の
だ
が
、
自
分
も
い
く
ら
か
気
持
ち
を
入
れ
て
こ
そ
う
ま
く
い
く
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」
、
と
。

ま
た
楊
時
の
「
誠
な
れ
ば
則
ち
明
ら
か
な
り
」
の
説
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

朱
熹
が
言
っ
た
、
「
こ
の
説
は
遠
大
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
経
文
と
関
係
は
な
い
。
も
し
も
誠
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
明

ら
か
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
覚
る
こ
と
が
後
回
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
や
は
り
こ
の
章
は
、
日
用
の
う
ち
に
、
か
く

の
ご
と
き
を
求
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
、
と
。
【
呂
燾
録
】

注
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（
一
）
又
楊
氏
…
を
問
ふ
―
「
楊
氏
」
は
、
楊
時
。
［
憲
４
（
６
）
・
３
／
四
四
・
二
六
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
三
）
を
参
照
）
。

「
誠
則
明
矣
之
說
」
は
、
本
章
の
『
集
注
』
に
「
君
子
一
於
誠
而
已
。
然
未
有
誠
而
不
明
者
。
故
雖
不
逆
詐
不
億
不
信
、
而

常
先
覺
也
。
」
と
あ
る
の
を
指
す
。

（
二
）
燾
―
「
燾
」
は
、
呂
燾
。
［
憲
２
・
６
／
四
四
・
八
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参
照
）
。

［
憲

（

）
・
２
／
四
四
・
七
六
］

22

33

本

文

或
問
、
不
逆
詐
、
不
億
不
信
、
如
何
又
以
先
覺
爲
賢
。
曰
、
聰
明
底
人
、
便
自
覺
得
。
如
目
動
言
肆
、
便
見
得
是
將
誘
我
。

（
一
）

（
二
）

（
三
）

燕
王
告
霍
光
反
、
漢
昭
帝
便
知
得
霍
光
不
反
。
燕
在
遠
、
如
何
知
得
。
便
是
它
聰
明
見
得
、
豈
非
賢
乎
。
若
當
時
便
將
霍
光

殺
了
、
安
得
爲
賢
。
【
銖
】

校

勘

（
一
）
或
―
「
或
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
二
）
不
―
「
不
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。

（
三
）
以
―
「
以
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。
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訓

読

或
ひ
と
問
ふ
、
「
詐
り
を
逆
へ
ず
、
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
億
ら
ず
」
は
、
如
何
ぞ
又
た
「
先
づ
覺
る
」
を
以
て
「
賢
」
と
爲
す

か
、
と
。
曰
は
く
、
聰
明
の
人
は
、
便
ち
自
ら
覺
得
ゆ
。
如
し
目
動
き
言
肆
ま
な
れ
ば
、
便
ち
是
れ
將
に
我
を
誘
は
ん
と
す

（
一
）

る
を
見
得
す
。
燕
王

霍
光
の
反
す
る
を
告
ぐ
る
も
、
漢
の
昭
帝
は
便
ち
霍
光
の
反
せ
ざ
る
を
知
得
れ
り
。
燕
は
遠
き
に
在

（
二
）

る
に
、
如
何
ぞ
知
得
ら
ん
。
便
是
ち
它

聰
明
に
見
得
す
る
は
、
豈
に
賢
に
非
ず
や
。
若
し
當
時

便
ち
霍
光
を
將
て
殺
し
了

は
ら
ば
、
安
く
ん
ぞ
得
て
賢
と
爲
さ
ん
や
。
【

銖

】

（
三
）

口
語
訳

あ
る
人
が
質
問
し
た
、
「
「
詐
り
を
逆
え
ず
、
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
億
ら
ず
」
は
、
ま
た
ど
う
し
て
「
先
ず
覚
る
」
を

「
賢
」
と
し
て
い
る
の
で
す
か
」
、
と
。

朱
熹
が
言
っ
た
、
「
聡
明
な
者
は
、
自
ら
覚
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
も
あ
る
人
の
不
安
な
気
持
ち
が
顔
色
に
あ
ら
わ
れ
、

し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
自
分
の
こ
と
を
そ
そ
の
か
そ
う
と
し
て
い
る
と
見
抜
く
も
の
で
あ
る
。
燕
王
劉
旦
が

霍
光
の
謀
反
を
密
告
す
る
も
、
漢
の
昭
帝
は
霍
光
は
謀
反
な
ど
な
さ
な
い
と
見
抜
い
た
。
燕
は
遠
方
に
あ
る
の
に
、
ど
う
し

て
見
抜
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭
帝
は
聡
明
に
し
て
見
抜
い
た
こ
と
は
、
な
ん
と
賢
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
の

と
き
霍
光
を
処
刑
し
て
し
ま
っ
て
い
て
は
、
ど
う
し
て
賢
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
」
、
と
。
【
董
銖
録
】
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注（
一
）
如
し
目
…
な
れ
ば
―
「
目
動
言
肆
」
は
、
不
安
な
気
持
ち
が
顔
色
に
あ
ら
わ
れ
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
る
こ
と
。
『
春
秋

左
氏
伝
』
文
公
十
二
年
・
伝
に
「
使
者
目
動
而
言
肆
、
懼
我
也
、
將
遁
矣
」
と
あ
る
。

（
二
）
燕
王

霍
…
得
れ
り
―
「
霍
光
」
（
？
～
前
六
八
）
は
、
武
帝
の
死
後
、
幼
い
昭
帝
（
在
・
前
八
七
～
前
七
四
）
を
補
佐
し

た
人
物
。
元
鳳
元
年
（
前
八
〇
）
、
昭
帝
の
兄
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
帝
位
に
つ
け
な
か
っ
た
燕
王
劉
旦
が
、
霍
光
に
不

満
を
持
つ
上
官
桀
、
桑
弘
羊
ら
と
と
も
に
謀
を
巡
ら
せ
て
、
霍
光
を
廃
す
る
よ
う
昭
帝
に
讒
言
し
た
事
件
を
指
す
。
け
れ
ど

も
昭
帝
は
取
り
合
わ
ず
、
謀
反
は
失
敗
し
た
こ
と
で
、
燕
王
劉
旦
は
自
殺
、
上
官
桀
、
桑
弘
羊
ら
は
処
刑
さ
れ
た
。
『
漢

書
』
巻
六
八
を
参
照
。

（
三
）
銖
―
「
銖
」
は
、
董
銖
（
一
一
五
二
～
一
二
一
四
）
。
饒
州
徳
興
県
（
江
西
省
）
の
人
。
「
語
録
姓
氏
」
に
は
、
一
一
九
六

年
以
降
の
所
聞
と
あ
る
。
『
学
案
』
巻
六
五
、
『
資
料
索
引
』
第
三
二
一
六
頁
、
『
年
攷
』
第
二
九
七
頁
、
『
門
人
』
第
二
七
六

頁
、
『
書
院
』
第
九
六
頁
を
参
照
。

［
憲

（

）
・
３
／
四
四
・
七
七
］

22

33

本

文
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才
仲
問
、
南
軒
解
不
逆
詐
一
段
、
引
孔
注
、
先
覺
人
情
者
、
是
能
爲
賢
乎
。
此
說
如
何
。
曰
、
不
然
。
人
有
詐
、
不
信
、
吾

之
明
足
以
知
之
、
是
之
謂
先
覺
。
彼
未
必
詐
、
而
逆
以
詐
待
之
。
彼
未
必
不
信
、
而
先
億
度
其
不
信
、
此
則
不
可
。
周
子
曰
、

明
則
不
疑
。
凡
事
之
多
疑
、
皆
生
於
不
明
。
如
以
察
爲
明
、
皆
至
暗
也
、
唐
高
宗
之
流
是
也
。
如
放
齊
稱
胤
子
朱
啓
明
、
而

（
一
）

堯
知
其
囂
、
堯
之
明
是
以
知
之
、
是
先
覺
也
。
凡
抑
字
、
皆
是
挑
轉
言
語
。
舊
見
南
軒
用
抑
字
、
多
未
安
。
」
【
可
學
】

（
二
）

校

勘

（
一
）
高
―
「
高
」
は
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
は
「
德
」
に
作
る
。

（
二
）
是
―
「
是
」
は
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
和
刻
本
は
「
有
」
に
作
る
。

訓

読

才
仲

問
ふ
、
南
軒
「
詐
り
を
逆
へ
ず
」
の
一
段
を
解
す
る
に
、
孔
注
、
先
づ
人
情
を
覺
る
者
は
、
是
れ
能
く
賢
爲
る
や
を

（
一
）

（
二
）

引
く
。
此
の
說

如
何
、
と
。
曰
は
く
、
然
ら
ず
。
人
に
詐
り
、
信
じ
ら
れ
ざ
る
有
る
に
、
吾
の
明
ら
か
に
以
て
之
を
知
る

に
足
る
、
是
れ
を
之
れ
「
先
づ
覺
る
」
と
謂
ふ
。
彼
れ
未
だ
必
ず
し
も
詐
ら
ざ
る
も
、
逆
ふ
る
に
詐
る
を
以
て
之
を
待
ち
、

彼
れ
未
だ
必
ず
し
も
信
ぜ
ら
れ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
も
、
先
づ
其
の
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
億
度
す
れ
ば
、
此
れ
則
ち
可
な
ら
ず
。

周
子
曰
は
く
、
明
ら
か
な
れ
ば
則
ち
疑
は
ず
、
と
。
凡
そ
事
の
疑
ひ
多
き
は
、
皆
な
明
ら
か
な
ら
ざ
る
よ
り
生
ず
。
如
し
察

（
三
）

す
る
を
以
て
明
ら
か
な
る
と
爲
せ
ば
、
皆
な
至
暗
な
り
、
唐
の
高
宗
の
流

是
れ
な
り
。
放
齊
「
胤
子
の
朱
は
啓
明
な
り
」

（
四
）

（
五
）
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を
稱
す
る
も
、
堯

其
の
囂
を
知
る
が
如
き
は
、
堯
の
明
、
是
を
以
て
之
を
知
る
、
是
れ
「
先
づ
覺
る
」
な
り
。
凡
そ
抑
字

は
、
皆
な
是
れ
挑
轉
の
言
語
た
り
。
舊
と
南
軒
の
抑
字
を
用
ふ
る
を
見
る
に
、
多
く
は
未
だ
安
ら
か
な
ら
ず
、
と
。

（
六
）

【
可
學
】

（
七
）

口
語
訳

魏
丙
（
才
仲
）
が
質
問
し
た
、
「
張
栻
（
南
軒
）
が
「
詐
り
を
逆
え
ず
」
の
一
段
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
孔
安
国
の

注
「
ま
ず
人
を
勘
ぐ
っ
た
り
す
る
も
の
は
、
賢
者
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
」
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
」
、
と
。

朱
熹
が
言
っ
た
、
「
当
た
っ
て
い
な
い
。
相
手
に
欺
か
れ
、
信
じ
て
も
ら
え
な
い
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば

分
か
る
に
は
十
分
で
あ
る
、
こ
れ
を
「
先
ず
覚
る
」
と
い
う
。
相
手
が
必
ず
し
も
欺
い
て
い
な
い
の
に
、
欺
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
身
構
え
た
り
、
相
手
が
必
ず
し
も
信
じ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
い
き
な
り
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
憂
慮
す
る
の
は
、
よ
ろ
し
く
な
い
。
周
敦
頤
は
「
明
ら
か
な
れ
ば
則
ち
疑
は
ず
」
と
言
っ
た
。
い
っ
た
い
疑

い
が
多
い
の
は
、
み
な
明
ら
か
で
な
い
こ
と
に
よ
る
。
も
し
も
推
察
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
し
ま

っ
て
は
、
み
な
至
暗
で
あ
る
、
唐
の
高
宗
な
ど
の
類
い
が
こ
れ
で
あ
る
。
（
堯
が
人
材
を
登
用
す
る
に
あ
た
っ
て
）
放
斉
が

「
胤
子
の
朱
は
啓
明
な
り
（
嗣
子
の
丹
朱
は
才
知
が
ひ
ら
け
て
い
ま
す
）
」
と
告
げ
た
と
こ
ろ
、
堯
は
丹
朱
の
囂
（
こ
と
ば

に
誠
が
な
い
さ
ま
）
を
見
抜
い
た
こ
と
な
ど
は
、
堯
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
見
抜
い
た
の
で
あ
る
、
こ
れ
が
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「
先
ず
覚
る
」
で
あ
る
。
お
よ
そ
「
抑
」
字
は
、
み
な
話
題
を
変
え
る
言
辞
で
あ
る
。
張
栻
（
南
軒
）
の
「
抑
」
字
の
用
例

を
見
る
と
、
そ
の
多
く
は
落
ち
着
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
、
と
。
【
鄭
可
学
録
】

注（
一
）
才
仲

問
ふ
―
「
才
仲
」
（
ま
た
材
仲
）
は
、
魏
丙
の
字
。
魏
丙
は
、
［
憲

（

）
・
３
／
四
四
・
四
五
］
条
に
既
出

11

14

（
そ
の
注
（
一
）
を
参
照
）
。
『
語
類
』
に
「
魏
才
仲
問
」
で
始
ま
る
条
が
散
見
す
る
ほ
か
、
巻
六
六
・
六
条
に
「
魏
丙
材
仲

問
」
（
第
四
冊
・
一
六
二
一
頁
）
と
あ
る
。

（
二
）
南
軒
「
詐
…
を
引
く
―
「
南
軒
」
は
、
張
栻
。
［
憲

（

）
・
５
／
四
四
・
五
四
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
二
）
を
参

13

17

照
）
。
「
南
軒
解
不
逆
詐
一
段
」
は
、
以
下
に
引
用
し
た
張
栻
『
癸
巳
論
語
解
』
の
当
該
章
の
注
釈
を
指
す
。
「
逆
詐
、
億
不

信
者
、
智
術
之
用
、
而
先
覺
者
誠
信
之
存
。
蓋
誠
信
充
積
於
内
、
則
人
之
情
僞
、
事
之
幾
微
自
無
得
而
逃
、
如
鑑
明
於
此
而

妍
醜
莫
隠
也
。
若
先
以
逆
與
億
加
之
、
則
吾
固
已
自
墮
於
欺
妄
之
域
矣
、
雖
使
有
時
而
或
中
、
至
於
情
僞
之
交
、
幾
微
之
會
、

必
不
能
以
先
覺
、
是
猶
反
鑑
而
索
照
也
。
雖
然
、
固
有
不
逆
詐
、
不
億
不
信
而
不
能
先
覺
者
、
則
以
夫
天
資
雖
美
、
而
誠
身

之
未
至
也
、
故
必
曰
先
覺
之
是
賢
、
此
所
以
貴
乎
學
也
。
【
一
本
云
、
孔
注
「
先
覺
、
人
情
者
、
是
寧
能
爲
賢
乎
。
」
此
解
文

義
順
。
蓋
人
必
欲
以
先
覺
爲
賢
、
則
未
免
於
逆
詐
億
不
信
、
而
不
知
其
在
已
者
先
陷
於
巧
僞
矣
。
君
子
可
逝
也
、
不
可
陷
也
。

可
欺
也
、
不
可
罔
也
。
又
何
必
以
能
逆
億
於
先
爲
賢
乎
。
曰
「
抑
亦
先
覺
者
是
賢
乎
」
、
辭
氣
何
其
温
厚
而
含
蓄
也
。
】
」
と

あ
る
。
ま
た
「
孔
注
」
は
、
孔
安
国
（
の
作
と
さ
れ
る
）
伝
。
以
上
の
よ
う
に
、
『
癸
巳
論
語
解
』
の
「
一
本
」
に
は
、
孔
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注
（
四
）

（
志
村
・
中
嶋
）

安
国
伝
が
引
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
い
ま
『
論
語
集
解
』
当
該
章
に
も
、
「
孔
安
國
曰
、
先
覺
人
情
者
、
是
寧
能
ヽ

爲
賢
乎
。
或
時
反
怨
人
也
」
と
、
同
様
の
孔
安
国
伝
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
孔
注
に
あ
る
「
寧
」
字
は
見
え
な
い
。

（
三
）
周
子
曰
…
は
ず
、
と
―
「
周
子
」
は
、
周
敦
頤
（
一
〇
一
七
～
一
〇
七
三
）
。
二
程
の
師
と
さ
れ
、
朱
熹
に
尊
ば
れ
た
。

『
宋
史
』
巻
四
二
七
、
『
学
案
』
巻
一
一
、
『
資
料
索
引
』
第
一
四
八
六
頁
を
参
照
。
周
敦
頤
の
著
で
あ
る
『
通
書
』
公
明
第

二
十
一
に
、
「
明
不
至
則
疑
生
。
明
、
無
疑
也
。
謂
能
疑
爲
明
、
何
啻
千
里
」
と
あ
り
、
ま
た
朱
熹
の
『
通
書
解
』
に
は

「
此
爲
不
能
先
覺
、
而
欲
以
逆
詐
、
億
不
信
爲
明
者
發
。
然
明
與
疑
、
正
相
南
北
、
何
啻
千
里
之
不
相
及
乎
」
と
解
す
る
。

（
四
）
唐
の
高
…
れ
な
り
―
「
高
宗
」
（
在
位
・
六
四
九
～
六
八
三
）
は
、
唐
の
第
三
代
皇
帝
。
ま
た
校
勘
（
一
）
に
記
し
た
よ

う
に
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
は
、
こ
れ
を
「
唐
德
宗
」
に
作
る
。
「
德
宗
」
（
在
位
・
七
七
九
～
八
〇
五
）

は
、
唐
の
第
一
二
代
皇
帝
。
「
至
暗
」
と
称
さ
れ
る
事
案
に
つ
い
て
は
未
詳
。

（
五
）
放
齊
「
胤
…
を
知
る
―
「
胤
子
朱
啓
明
」
は
、
『
尚
書
』
堯
典
に
、
「
帝
曰
、
疇
咨
若
時
登
庸
。
放
齊
曰
、
胤
子
朱
啓
明
。

帝
曰
、
吁
、
嚚
訟
、
可
乎
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

（
六
）
舊
と
南
…
見
る
に
―
「
南
軒
用
抑
字
」
は
、
本
条
［
注
釈
］
（
二
）
を
参
照
。

（
七
）
可
學
―
鄭
可
学
。
［
憲
２
・
５
／
四
四
・
七
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
五
）
を
参
照
）
。

（
［
憲

（

）
・
１
／
四
四
・
六
六
］
～
［
憲

（

）
・
３
／
四
四
・
七
七
］
条
担
当

中
嶋

諒
）

17

24

22

33


